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条 例  

 

 横 浜 市 空 家 等 に 係 る 適 切 な 管 理 、 措 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改

正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

横 浜 市 条 例 第 24 号  

   横 浜 市 空 家 等 に 係 る 適 切 な 管 理 、 措 置 等 に 関 す る 条 例 の  

   一 部 を 改 正 す る 条 例  

 横 浜 市 空 家 等 に 係 る 適 切 な 管 理 、 措 置 等 に 関 す る 条 例 （ 令 和 ３ 年

３ 月 横 浜 市 条 例 第 ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ５ 条 中 「 第 ６ 条 第 １ 項 」 を 「 第 ７ 条 第 １ 項 」 に 改 め る 。  

 第 ７ 条 第 １ 項 各 号 中 「 第 14 条 第 ２ 項 」 を 「 第 22 条 第 ２ 項 」 に 改 め

る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 空 家 等 対 策 の 推 進 に 関 す る 特 別 措 置 法 の 一 部 を 改 正

す る 法 律 （ 令 和 ５ 年 法 律 第 50 号 ） の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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告 示  

 

横 浜 市 告 示 第  488 号  

   指 定 納 付 受 託 者 の 指 定  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  231 条 の ２ の ３ の 規 定 に よ

り 、 次 の と お り 指 定 納 付 受 託 者 を 指 定 し た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

指 定 納 付 受 託

者 の 名 称  

指 定 納 付 受 託

者 の 主 た る 事

務 所 の 所 在 地  

指 定 納 付 受 託

者 に 納 付 さ せ

る 歳 入  

指 定 納 付 受 託 者 に

歳 入 を 納 付 さ せ る

期 間  

楽 天 グ ル ー プ

株 式 会 社  

東 京 都 世 田 谷

区 玉 川 １ 丁 目

14 番 １ 号  

イ ン タ ー ネ ッ

ト を 利 用 し て

納 付 す る 横 浜

市 へ の 寄 附 金  

令 和 ５ 年 ８ 月 25 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  

 GMO ペ イ メ ン

ト ゲ ー ト ウ ェ

イ 株 式 会 社  

東 京 都 渋 谷 区

道 玄 坂 １ 丁 目

２ 番 ３ 号  

イ ン タ ー ネ ッ

ト を 利 用 し て

納 付 す る 横 浜

市 へ の 寄 附 金  

令 和 ５ 年 ８ 月 25 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  489 号  

   横 浜 市 市 税 条 例 に 基 づ く 控 除 対 象 寄 附 金 の 指 定  

 横 浜 市 市 税 条 例 （ 昭 和 25 年 ８ 月 横 浜 市 条 例 第 34 号 ） 第 29 条 の ４ の

３ 第 １ 項 に 規 定 す る 控 除 対 象 寄 附 金 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 次 の 法 人 の 主 た る 目 的 で あ る 業 務 に 関 連 す る 寄 附 金 （ 横 浜 市 の 区

域 外 に 施 設 を 建 設 す る た め の 費 用 等 に 充 て る こ と を 目 的 と す る も の

を 除 く 。 ）  

指 定 年 月

日  

法 人 又 は 団 体 の

名 称  

主 た る 事 務 所 又

は 事 業 所 の 所 在

地  

寄 附 金 税 額 控 除 の

対 象 と な る 日 又 は

期 間  

令 和 ５ 年  

８ 月 １ 日  

社 会 福 祉 法 人 祥

泉 福 祉 会  

青 葉 区 み た け 台

32 番 地 の 14  

令 和 ５ 年 １ 月 １ 日  

 



                     横 浜 市 報  定期第 143 号 令和５年８月25日 

7 

横 浜 市 告 示 第  490 号  

   横 浜 市 市 税 条 例 に 基 づ く 控 除 対 象 寄 附 金 の 告 示 内 容 の 変  

   更  

 横 浜 市 市 税 条 例 （ 昭 和 25 年 ８ 月 横 浜 市 条 例 第 34 号 ） 第 29 条 の ４ の

３ の 規 定 に よ る 控 除 対 象 寄 附 金 に つ い て 、 そ の 告 示 し た 内 容 に 次 の

と お り 変 更 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  横 浜 市 市 税 条 例 に 基 づ く 控 除 対 象 寄 附 金 の 指 定 （ 平 成 21 年 ４ 月

横 浜 市 告 示 第  126 号 ） に よ り 告 示 し た 内 容 の 変 更  

変 更 年 月

日  

法 人 又 は 団 体 の

名 称  

主 た る 事 務 所 又

は 事 業 所 の 所 在

地  

寄 附 金 税 額 控 除 の

対 象 と な る 日 又 は

期 間  

令 和 ５ 年  

６ 月 29 日  

更 生 保 護 法 人 神

奈 川 県 更 生 保 護

協 会  

(新) 中 区 新 港 一 丁

目 ６ 番 １ 号  

平 成 20 年 １ 月 １ 日  

(旧) 中 区 北 仲 通 ５

丁 目 57 番 地  

２  横 浜 市 市 税 条 例 に 基 づ く 控 除 対 象 寄 附 金 の 指 定 （ 平 成 26 年 ２ 月

横 浜 市 告 示 第 95 号 ） に よ り 告 示 し た 内 容 の 変 更  

変 更 年 月

日  

法 人 又 は 団 体 の

名 称  

主 た る 事 務 所 又

は 事 業 所 の 所 在

地  

寄 附 金 税 額 控 除 の

対 象 と な る 日 又 は

期 間  

令 和 ５ 年  

７ 月 13 日  

特 定 非 営 利 活 動

法 人 Ｗ Ｅ ２ １ ジ

ャ パ ン ・ 旭  

旭 区 中 希 望 が 丘  

 101 番 地 の 21  

(新) 平 成 25 年 ８ 月 １

日 か ら 令 和 10 年 ７

月 31 日 ま で  

(旧) 平 成 25 年 ８ 月 １

日 か ら 平 成 35 年 ７

月 31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  491 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 医 療 機 関 の 指 定  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 医 療 機 関 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  診 療 所 又 は 薬 局  

指 定 年 月 日     名  称     所 在 地  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日  生 麦 フ ァ ミ リ ー ク リ

ニ ッ ク  

鶴 見 区 岸 谷 一 丁 目 23

番 10 号  

令 和 ５ 年 ５ 月 １ 日  オ ー ラ イ 薬 局  鶴 見 区 矢 向 五 丁 目 ６

番 20 号  

 同  セ ン タ ー 南 や ま も と

矯 正 歯 科  

都 筑 区 茅 ケ 崎 中 央 ９

番 ３ 号  

令 和 ５ 年 ５ 月 21 日  栄 区 休 日 急 患 診 療 所  栄 区 桂 町  301 番 地  

令 和 ５ 年 ６ 月 １ 日  Ｃ Ｍ Ｓ 高 島 薬 局  西 区 高 島 二 丁 目 ５ 番

12 号  

 同  よ こ は ま 高 島 町 ク リ

ニ ッ ク  

西 区 高 島 二 丁 目 10 番

32 号  

 同  フ ロ ー ラ 薬 局  中 区 相 生 町 ３ 丁 目 63

番 地 の １  

 同  稲 村 眼 科 ク リ ニ ッ ク  中 区 伊 勢 佐 木 町 ５ 丁

目  125 番 地  

 同  よ こ は ま 本 町 通 り ク

リ ニ ッ ク  

中 区 本 町 １ 丁 目 ３ 番

地  

 同  け や き 薬 局  磯 子 区 下 町 12 番 18 号  

 同  中 山 耳 鼻 咽 喉 科 医 院  金 沢 区 瀬 戸 ４ 番 ３ 号  

 同  健 和 会 歯 科 ク リ ニ ッ

ク  

港 北 区 綱 島 西 二 丁 目

５ 番 30 号  

 同  み な み 台 耳 鼻 科  緑 区 長 津 田 み な み 台

四 丁 目 ４ 番 地 の ４  

 同  う さ ぎ 薬 局  緑 区 長 津 田 み な み 台

六 丁 目 24 番 地 の 12  

 同  小 川 整 形 外 科 リ ハ ビ

リ テ ー シ ョ ン ク リ ニ

ッ ク  

栄 区 小 菅 ケ 谷 一 丁 目

５ 番 １ 号  

 同  映 双 薬 局  栄 区 長 沼 町  187 番 地  

令 和 ５ 年 ７ 月 １ 日  内 田 メ ン タ ル ク リ ニ  中 区 常 磐 町 ３ 丁 目 36   
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 ッ ク 関 内 馬 車 道  番 地  

 同  衣 香 堂 薬 局 港 南 台 店  港 南 区 港 南 台 三 丁 目

19 番 １ 号  

 同  聖 マ リ ア ク リ ニ ッ ク

港 南 台  

港 南 区 港 南 台 四 丁 目

17 番 29 号  

 同  こ は る ク リ ニ ッ ク  旭 区 柏 町 25 番 地 の 20  

 同  下 田 町 耳 鼻 咽 喉 科 ク

リ ニ ッ ク  

港 北 区 下 田 町 三 丁 目

12 番 ３ 号  

 同  神 奈 川 リ ウ マ チ ク リ

ニ ッ ク  

港 北 区 新 横 浜 二 丁 目

４ 番 地 の 17  

 同  み ど り 中 山 在 宅 ク リ

ニ ッ ク  

緑 区 森 の 台 26 番 ５ 号  

 同  み し ま 小 児 科 ク リ ニ

ッ ク 青 葉 台  

青 葉 区 青 葉 台 二 丁 目

２ 番 地 の ２  

 同  サ ン ド ラ ッ グ た ま プ

ラ ー ザ 薬 局  

青 葉 区 美 し が 丘 一 丁

目 ９ 番 地 の 16  

 同  ハ ル ス 北 山 田 歯 科 ク

リ ニ ッ ク  

都 筑 区 北 山 田 一 丁 目

14 番 32 号  

令 和 ５ 年 ８ 月 １ 日  し ば た 形 成 外 科 ・ 内

科  

青 葉 区 美 し が 丘 二 丁

目 18 番 地 の 14  

２  指 定 訪 問 看 護 事 業 者  

指 定 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

名 称  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

所 在 地  

令 和 ５ 年

５ 月 １ 日  

ヒ ュ ー マ ン

ネ ッ ト ワ ー

ク 株 式 会 社  

泉 区 新 橋 町  

 251 番 地  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 葵  

泉 区 新 橋 町 25  

1 番 地 の ２  

令 和 ５ 年

６ 月 １ 日  

株 式 会 社 莵

道  

港 南 区 港 南

二 丁 目 17 番

61 号  

ａ ｎ 訪 問 看 護

ス テ ー シ ョ ン  

南 区 大 岡 二 丁

目 ７ 番 15 号  

 同  合 同 会 社 リ

ノ プ ロ ジ ェ

ク ト  

緑 区 霧 が 丘

五 丁 目 ３ 番

地 の 28  

リ ノ 訪 問 看 護

ス テ ー シ ョ ン  

緑 区 十 日 市 場

町  905 番 地 の

５  

 同  株 式 会 社 モ

リ モ リ  

保 土 ケ 谷 区

境 木 町  114  

番 地 の １  

み ん な の 訪 問

看 護 リ ハ ビ リ

ス テ ー シ ョ ン

戸 塚  

戸 塚 区 小 雀 町  

 1,465 番 地 の

16  
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横 浜 市 告 示 第  492 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 施 術 者 の 指 定  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 55 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 施 術 者 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

指 定 年 月

日  

  氏  名  

 

  名  称  

 

所 在 地  

令 和 ５ 年

６ 月 １ 日  

横  山  哲  也  長 者 町 ビ オ ス 整

骨 院  

中 区 山 吹 町 １ 番 地

の ７  

令 和 ５ 年

８ 月 1 日  

渡  邊  幸  太  き く な 鍼 灸 マ ッ

サ ー ジ 治 療 院  

神 奈 川 区 西 寺 尾 二

丁 目 24 番 ２ 号  

 同  嶽    七  海  ア マ ー レ 治 療 院  南 区 万 世 町 １ 丁 目

１ 番 地  

 同  相  原    学  学 鍼 灸 院  金 沢 区 富 岡 東 五 丁

目 14 番 17 号  

 同  河  野  啓  之  か ね こ 指 圧 鍼 灸

院 十 日 市 場  

緑 区 十 日 市 場 町 85  

1 番 地 の 13  

 同  小  川  恭  範  え び す マ ッ サ ー

ジ  

東 京 都 豊 島 区 巣 鴨

３ 丁 目 34 番 ３ 号  
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横 浜 市 告 示 第  493 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 変 更  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  診 療 所 又 は 薬 局  

変 更 年 月

日  

    名  称      所 在 地  

令 和 ５ 年

４ 月 18 日  

(新) 二 俣 川 こ ど も ク リ ニ ッ

ク 北 口 院  

旭 区 二 俣 川 １ 丁 目 45 番 地

の 76  

(旧) す ず き 小 児 科 ・ ア レ ル

ギ ー 科  

２  変 更 訪 問 看 護 事 業 者 等  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

名 称  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

所 在 地  

令 和 ３ 年

５ 月 10 日  

合 同 会 社 Ｆ

ｏ ｒ ｅ ｓ ｔ  

(新) 大 和 市 南

林 間 ２ 丁 目

９ 番 ３ 号  

訪 問 看 護 リ ハ

ビ リ ス テ ー シ

ョ ン ケ ア フ ォ

レ ス ト 横 浜  

都 筑 区 中 川 三

丁 目 28 番 16 号  

(旧) 座 間 市 ひ

ば り が 丘 ５

丁 目 46 番 ４

号  

令 和 ５ 年

５ 月 １ 日  

特 定 非 営 利

活 動 法 人 に

じ い ろ ケ ア

ハ ウ ス  

緑 区 台 村 町  

 341 番 地 の

２  

に じ い ろ 訪 問

看 護 ス テ ー シ

ョ ン  

(新) 緑 区 三 保 町  

 2,242 番 地  

(旧) 緑 区 台 村 町  

 341 番 地 の ２  
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横 浜 市 告 示 第  494 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 施 術 者 の 変 更  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 55 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 施 術 者 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た  

。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

変 更 年 月

日  

  氏  名    名  称  所 在 地  

令 和 ２ 年

２ 月 １ 日  

平  野  雄  一  (新) 星 川 み ら い 整

骨 院  

(新) 保 土 ケ 谷 区 星 川

一 丁 目 ５ 番 ９ 号  

(旧) 野 毛 い き い き

整 骨 院  

(旧) 中 区 野 毛 町 １ 丁

目 23 番 地 の ３  

令 和 ４ 年

９ 月 ２ 日  

松  浦    明  (新) 浅 間 台 接 骨 院  (新) 神 奈 川 区 浅 間 台

１ 番 地 の ８  

(旧) 松 浦 接 骨 ･ は

り 灸 院  

(旧) 神 奈 川 区 松 本 町

２ 丁 目 18 番 地 の ３  
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横 浜 市 告 示 第  495 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 廃 止  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

診 療 所 又 は 薬 局  

廃 止 年 月 日     名  称     所 在 地  

令 和 ５ 年 ４ 月 30 日  セ ン タ ー 南 や ま も と

矯 正 歯 科  

都 筑 区 茅 ケ 崎 中 央 ９

番 ３ 号  

令 和 ５ 年 ５ 月 20 日  栄 区 休 日 急 患 診 療 所  栄 区 公 田 町  635 番 地  

令 和 ５ 年 ５ 月 31 日  さ く ら 薬 局  

 

西 区 高 島 二 丁 目 ５ 番

12 号  

 同  よ こ は ま 高 島 町 ク リ

ニ ッ ク  

西 区 高 島 二 丁 目 10 番

32 号  

 同  フ ロ ー ラ 薬 局  中 区 相 生 町 ３ 丁 目 63

番 地 の １  

 同  稲 村 眼 科 ク リ ニ ッ ク  中 区 伊 勢 佐 木 町 ５ 丁

目  125 番 地  

 同  か り べ ク リ ニ ッ ク  中 区 本 町 １ 丁 目 ３ 番

地  

 同  Ａ Ｅ Ｏ Ｎ  Ｆ Ｏ Ｏ Ｄ  

Ｓ Ｔ Ｙ Ｌ Ｅ 港 南 台 店

第 ２ 薬 局  

港 南 区 港 南 台 三 丁 目

１ 番 ２ 号  

 同  け や き 薬 局  磯 子 区 下 町 12 番 18 号  

 同  中 山 耳 鼻 咽 喉 科 医 院  金 沢 区 瀬 戸 ４ 番 ３ 号  

 同  田 代 歯 科 ク リ ニ ッ ク  港 北 区 綱 島 西 二 丁 目

５ 番 30 号  

 同  医 療 法 人 社 団 一 星 会

み な み 台 耳 鼻 科  

緑 区 長 津 田 み な み 台

四 丁 目 ４ 番 地 の ４  

 同  う さ ぎ 薬 局  緑 区 長 津 田 み な み 台

六 丁 目 24 番 地 の 12  

 同  小 川 整 形 外 科 リ ハ ビ

リ テ ー シ ョ ン ク リ ニ

ッ ク  

栄 区 小 菅 ケ 谷 一 丁 目

５ 番 １ 号  

 同  映 双 薬 局  栄 区 長 沼 町  187 番 地  

令 和 ５ 年 ６ 月 30 日  長 原 耳 鼻 咽 喉 科 ク リ  中 区 本 郷 町 ２ 丁 目 45   
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 ニ ッ ク  番 地 の ２  

 同  佐 治 内 科  南 区 高 根 町 １ 丁 目 ４

番 地  

 同  し ん よ こ 篠 原 口 整 形

外 科 リ ウ マ チ 科  

港 北 区 篠 原 町  3,014  

番 地 の ２  

令 和 ５ 年 ７ 月 31 日  薬 樹 薬 局 磯 子  磯 子 区 丸 山 一 丁 目 26

番 13 号  
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横 浜 市 告 示 第  496 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 施 術 者 の 廃 止  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 55 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 施 術 者 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ た  

。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

廃 止 年 月

日  

  氏  名    名  称  所 在 地  

令 和 ５ 年

５ 月 18 日  

山  田  一  也  こ も れ び 鍼 灸 マ

ッ サ ー ジ 治 療 院  

旭 区 笹 野 台 二 丁 目

10 番 ６ 号  
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横 浜 市 告 示 第  497 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 指 定 の 辞 退  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 に 次 の と お り そ の 指 定 の 辞 退 が あ っ た  

。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

診 療 所 又 は 薬 局  

辞 退 年 月 日     名  称     所 在 地  

令 和 ５ 年 ６ 月 30 日  横 浜 駅 西 口 歯 科 第 ３

医 院  

西 区 北 幸 二 丁 目 ９ 番

10 号  

令 和 ５ 年 ７ 月 14 日  い ず み 野 歯 科 医 院  泉 区 和 泉 町  6,216 番

地 の 13  

令 和 ５ 年 ７ 月 15 日  前 田 歯 科 医 院  港 北 区 日 吉 本 町 三 丁

目 33 番 14 号  

令 和 ５ 年 ７ 月 31 日  西 本 ク リ ニ ッ ク 緑  緑 区 長 津 田 町  5,293  

番 地  

 同  み つ だ 歯 科 ・ 矯 正 歯

科 ク リ ニ ッ ク  

栄 区 小 菅 ケ 谷 一 丁 目

５ 番 ４ 号  
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横 浜 市 告 示 第  498 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 介 護 機 関 の 指 定  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 54 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 介 護 機 関

と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

居 宅 介 護 事 業 者 （ 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）  

指 定 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ５ 年

７ 月 １ 日  

医 療 法 人 社

団 若 桜 会  

神 奈 川 区 三

ツ 沢 中 町 ６

番 18 号  

中 町 歯 科 医 院  神 奈 川 区 三 ツ

沢 中 町 ６ 番 18

号  

 



                     横 浜 市 報  定期第 143 号 令和５年８月25日 

18 

横 浜 市 告 示 第  499 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 介 護 機 関 の 変 更  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 54 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 介 護

機 関 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 介 護 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ３ 年

７ 月 12 日  

株 式 会 社 Ｋ

Ａ Ｚ Ｕ Ｏ ．

Ｍ  

保 土 ケ 谷 区

新 桜 ケ 丘 二

丁 目 30 番 １

号  

(新) よ こ は ま 介

護 セ ン タ ー  

保 土 ケ 谷 区 新

桜 ケ 丘 二 丁 目

30 番 １ 号  (旧) 横 浜 介 護 セ

ン タ ー み や ざ

き  

令 和 ４ 年

12 月 11 日  

ア ッ ト ラ イ

ナ 株 式 会 社  

栄 区 尾 月 13

番 ２ 号  

あ っ た 介 護 保

土 ヶ 谷  

(新) 保 土 ケ 谷 区

新 桜 ケ 丘 一 丁

目 18 番 ７ 号  

(旧) 保 土 ケ 谷 区

新 桜 ケ 丘 二 丁

目 41 番 ７ 号  

令 和 ５ 年

４ 月 10 日  

特 定 非 営 利

活 動 法 人 ワ

ー カ ー ズ ・

コ レ ク テ ィ

ブ た す け あ

い 磯 子  

(新) 磯 子 区 洋

光 台 四 丁 目

６ 番 ８ 号  

た す け あ い 磯

子  

(新) 磯 子 区 洋 光

台 四 丁 目 ６ 番

８ 号  

(旧) 磯 子 区 洋

光 台 五 丁 目

12 番 １ 号  

(旧) 磯 子 区 洋 光

台 五 丁 目 14 番

12 号  

令 和 ５ 年

５ 月 24 日  

株 式 会 社 Ｔ

Ｏ Ｙ Ｏ コ ー

ポ レ ー シ ョ

ン  

(新) 金 沢 区 六

浦 南 一 丁 目

３ 番 １ 号  

ケ ア ス テ ー シ

ョ ン 湘 南 六 浦  

(新) 金 沢 区 瀬 戸

10 番 ８ 号  

(旧) 金 沢 区 六

浦 南 一 丁 目

３ 番 ３ 号  

(旧) 金 沢 区 六 浦

南 一 丁 目 ３ 番

３ 号  

令 和 ５ 年

６ 月 １ 日  

株 式 会 社 ケ

ア リ ッ ツ ・

ア ン ド ・ パ

ー ト ナ ー ズ  

東 京 都 新 宿

区 新 宿 ４ 丁

目 １ 番 ６ 号  

ケ ア リ ッ ツ 鶴

見  

(新) 鶴 見 区 鶴 見

中 央 四 丁 目 35

番 21 号  

(旧) 鶴 見 区 鶴 見

中 央 四 丁 目 30

番 16 号  

２  居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 看 護 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ５ 年

５ 月 １ 日  

特 定 非 営 利

活 動 法 人 に

じ い ろ ケ ア  

(新) 緑 区 三 保

町  2,242 番

地  

に じ い ろ 訪 問

看 護 ス テ ー シ

ョ ン  

(新) 緑 区 三 保 町  

 2,242 番 地  
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 ハ ウ ス  (旧) 緑 区 台 村

町  341 番 地

の ２  

 (旧) 緑 区 台 村 町  

 341 番 地 の ２  

令 和 ５ 年

６ 月 １ 日  

合 同 会 社 Ｆ

ｏ ｒ ｅ ｓ ｔ  

(新) 大 和 市 上

草 柳 ４ 丁 目

３ 番 ５ 号  

訪 問 看 護 リ ハ

ビ リ ス テ ー シ

ョ ン ケ ア フ ォ

レ ス ト 横 浜  

(新) 都 筑 区 中 川

三 丁 目 29 番 18

号  

(旧) 座 間 市 ひ

ば り が 丘 ５

丁 目 46 番 ４

号  

(旧) 都 筑 区 中 川

三 丁 目 28 番 16

号  

 同  相 沢 訪 問 看

護 ス テ ー シ

ョ ン 株 式 会

社  

瀬 谷 区 相 沢

四 丁 目 10 番

地 の 36  

(新) あ い ざ わ 訪

問 看 護 リ ハ ビ

リ ス テ ー シ ョ

ン  

瀬 谷 区 相 沢 四

丁 目 10 番 地 の

36  

(旧) あ い ざ わ 訪

問 看 護 ス テ ー

シ ョ ン  

３  居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

平 成 31 年

４ 月 ５ 日  

医 療 法 人 社

団 智 里 会  

磯 子 区 洋 光

台 六 丁 目 ７

番 27 号  

(新) 洋 光 台 中 央

整 形 外 科 ク リ

ニ ッ ク  

磯 子 区 洋 光 台

三 丁 目 １ 番 37

号  

(旧) 洋 光 台 中 央

整 形 外 科 せ ぼ

ね ク リ ニ ッ ク  

４  居 宅 介 護 事 業 者 （ 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ５ 年

５ 月 ８ 日  

総 合 メ デ ィ

カ ル 株 式 会

社  

(新) 福 岡 市 中

央 区 大 名 ２

丁 目 ９ 番 23

号  

そ う ご う 薬 局

神 奈 川 新 町 店  

神 奈 川 区 新 町

12 番 地 の １  

(旧) 福 岡 市 中

央 区 天 神 ２

丁 目 14 番 ８

号  

 同   同  (新) 福 岡 市 中

央 区 大 名 ２

丁 目 ９ 番 23

号  

そ う ご う 薬 局

エ キ ニ ア 横 浜

店  

西 区 北 幸 一 丁

目 １ 番 ８ 号  

(旧) 福 岡 市 中

央 区 天 神 ２

丁 目 14 番 ８

号  

 同   同  (新) 福 岡 市 中

央 区 大 名 ２

丁 目 ９ 番 23  

そ う ご う 薬 局

横 濱 ゲ ー ト タ

ワ ー 店  

西 区 高 島 一 丁

目 ２ 番 ５ 号  
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  号    

(旧) 福 岡 市 中

央 区 天 神 ２

丁 目 14 番 ８

号  

 同   同  (新) 福 岡 市 中

央 区 大 名 ２

丁 目 ９ 番 23

号  

そ う ご う 薬 局

芹 が 谷 店  

港 南 区 芹 が 谷

五 丁 目 55 番 10

号  

(旧) 福 岡 市 中

央 区 天 神 ２

丁 目 14 番 ８

号  

 同   同  (新) 福 岡 市 中

央 区 大 名 ２

丁 目 ９ 番 23

号  

そ う ご う 薬 局

権 太 坂 ス ク エ

ア 店  

保 土 ケ 谷 区 権

太 坂 三 丁 目 １

番 ３ 号  

(旧) 福 岡 市 中

央 区 天 神 ２

丁 目 14 番 ８

号  

 同   同  (新) 福 岡 市 中

央 区 大 名 ２

丁 目 ９ 番 23

号  

そ う ご う 薬 局

ラ イ ズ モ ー ル

常 盤 台 店  

保 土 ケ 谷 区 常

盤 台 22 番 ７ 号  

(旧) 福 岡 市 中

央 区 天 神 ２

丁 目 14 番 ８

号  

 同   同  (新) 福 岡 市 中

央 区 大 名 ２

丁 目 ９ 番 23

号  

そ う ご う 薬 局

今 宿 店  

旭 区 今 宿 西 町  

 285 番 地 の １  

(旧) 福 岡 市 中

央 区 天 神 ２

丁 目 14 番 ８

号  

 同   同  (新) 福 岡 市 中

央 区 大 名 ２

丁 目 ９ 番 23

号  

そ う ご う 薬 局

高 田 駅 前 店  

港 北 区 高 田 東

三 丁 目 １ 番 ８

号  

(旧) 福 岡 市 中

央 区 天 神 ２

丁 目 14 番 ８

号  

 同   同  (新) 福 岡 市 中

央 区 大 名 ２

丁 目 ９ 番 23  

そ う ご う 薬 局

Ｓ Ｏ Ｃ Ｏ Ｌ Ａ

日 吉 店  

港 北 区 箕 輪 町

二 丁 目 ７ 番 42

号   
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  号    

(旧) 福 岡 市 中

央 区 天 神 ２

丁 目 14 番 ８

号  

 同   同  (新) 福 岡 市 中

央 区 大 名 ２

丁 目 ９ 番 23

号  

そ う ご う 薬 局

ト レ ッ サ 横 浜

店  

港 北 区 師 岡 町  

 700 番 地  

(旧) 福 岡 市 中

央 区 天 神 ２

丁 目 14 番 ８

号  

 同   同  (新) 福 岡 市 中

央 区 大 名 ２

丁 目 ９ 番 23

号  

そ う ご う 薬 局

大 倉 山 店  

港 北 区 師 岡 町  

 1,148 番 地  

(旧) 福 岡 市 中

央 区 天 神 ２

丁 目 14 番 ８

号  

 同   同  (新) 福 岡 市 中

央 区 大 名 ２

丁 目 ９ 番 23

号  

そ う ご う 薬 局

長 津 田 店  

緑 区 長 津 田 四

丁 目 11 番 15 号  

(旧) 福 岡 市 中

央 区 天 神 ２

丁 目 14 番 ８

号  

 同   同  (新) 福 岡 市 中

央 区 大 名 ２

丁 目 ９ 番 23

号  

そ う ご う 薬 局

あ ざ み 野 店  

青 葉 区 荏 田 町  

 234 番 地 の １  

(旧) 福 岡 市 中

央 区 天 神 ２

丁 目 14 番 ８

号  

 同   同  (新) 福 岡 市 中

央 区 大 名 ２

丁 目 ９ 番 23

号  

そ う ご う 薬 局

大 船 店  

栄 区 笠 間 三 丁

目 １ 番 15 号  

(旧) 福 岡 市 中

央 区 天 神 ２

丁 目 14 番 ８

号  

５  居 宅 介 護 事 業 者 （ 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地   
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平 成 31 年

４ 月 ５ 日  

医 療 法 人 社

団 智 里 会  

磯 子 区 洋 光

台 六 丁 目 ７

番 27 号  

(新) 洋 光 台 中 央

整 形 外 科 ク リ

ニ ッ ク  

磯 子 区 洋 光 台

三 丁 目 １ 番 37

号  

(旧) 洋 光 台 中 央

整 形 外 科 せ ぼ

ね ク リ ニ ッ ク  

６  居 宅 介 護 事 業 者 （ 福 祉 用 具 貸 与 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ５ 年

３ 月 13 日  

Ｅ － Ｌ Ｉ Ｆ

Ｅ 株 式 会 社  

藤 沢 市 羽 鳥

１ 丁 目 ６ 番

25 号  

イ ー ラ イ フ 株

式 会 社 横 浜 営

業 所  

(新) 瀬 谷 区 三 ツ

境 ２ 番 地 の １  

(旧) 瀬 谷 区 瀬 谷

五 丁 目 14 番 地

の ９  

７  居 宅 介 護 事 業 者 （ 特 定 福 祉 用 具 販 売 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ５ 年

３ 月 13 日  

Ｅ － Ｌ Ｉ Ｆ

Ｅ 株 式 会 社  

藤 沢 市 羽 鳥

１ 丁 目 ６ 番

25 号  

イ ー ラ イ フ 株

式 会 社 横 浜 営

業 所  

(新) 瀬 谷 区 三 ツ

境 ２ 番 地 の １  

(旧) 瀬 谷 区 瀬 谷

五 丁 目 14 番 地

の ９  

８  居 宅 介 護 支 援 事 業 者  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 支 援

事 業 所 の 名 称  

居 宅 介 護 支 援

事 業 所 の 所 在

地  

令 和 ５ 年

４ 月 10 日  

特 定 非 営 利

活 動 法 人 ワ

ー カ ー ズ ・

コ レ ク テ ィ

ブ た す け あ

い 磯 子  

(新) 磯 子 区 洋

光 台 四 丁 目

６ 番 ８ 号  

た す け あ い 磯

子 介 護 支 援 セ

ン タ ー  

(新) 磯 子 区 洋 光

台 四 丁 目 ６ 番

８ 号  

(旧) 磯 子 区 洋

光 台 五 丁 目

12 番 １ 号  

(旧) 磯 子 区 洋 光

台 五 丁 目 12 番

１ 号  

令 和 ５ 年

６ 月 １ 日  

株 式 会 社 モ

リ モ リ  

保 土 ケ 谷 区

境 木 町  114 

番 地 の １  

み ん な の 訪 問

看 護 リ ハ ビ リ

ス テ ー シ ョ ン

戸 塚  

(新) 戸 塚 区 小 雀

町  1,465 番 地

の 16  

(旧) 戸 塚 区 戸 塚

町  3,263 番 地

の 11  

 同  相 沢 訪 問 看

護 ス テ ー シ

ョ ン 株 式 会

社  

瀬 谷 区 相 沢

四 丁 目 10 番

地 の 36  

(新) あ い ざ わ 訪

問 看 護 リ ハ ビ

リ ス テ ー シ ョ

ン  

瀬 谷 区 相 沢 四

丁 目 10 番 地 の

36  

(旧) あ い ざ わ 訪

問 看 護 ス テ ー

シ ョ ン  

９  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 訪 問 看 護 ）  

変 更 年 月  事 業 者 の 名  主 た る 事 務  介 護 予 防 事 業  介 護 予 防 事 業   
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日  称  所 の 所 在 地  所 の 名 称  所 の 所 在 地  

令 和 ５ 年

５ 月 １ 日  

特 定 非 営 利

活 動 法 人 に

じ い ろ ケ ア

ハ ウ ス  

(新) 緑 区 三 保

町  2,242 番

地  

に じ い ろ 訪 問

看 護 ス テ ー シ

ョ ン  

(新) 緑 区 三 保 町  

 2,242 番 地  

(旧) 緑 区 台 村

町  341 番 地

の ２  

(旧) 緑 区 台 村 町  

 341 番 地 の ２  

令 和 ５ 年

６ 月 １ 日  

合 同 会 社 Ｆ

ｏ ｒ ｅ ｓ ｔ  

(新) 大 和 市 上

草 柳 ４ 丁 目

３ 番 ５ 号  

訪 問 看 護 リ ハ

ビ リ ス テ ー シ

ョ ン ケ ア フ ォ

レ ス ト 横 浜  

(新) 都 筑 区 中 川

三 丁 目 29 番 18

号  

(旧) 座 間 市 ひ

ば り が 丘 ５

丁 目 46 番 ４

号  

(旧) 都 筑 区 中 川

三 丁 目 28 番 16

号  

 同  相 沢 訪 問 看

護 ス テ ー シ

ョ ン 株 式 会

社  

瀬 谷 区 相 沢

四 丁 目 10 番

地 の 36  

(新) あ い ざ わ 訪

問 看 護 リ ハ ビ

リ ス テ ー シ ョ

ン  

瀬 谷 区 相 沢 四

丁 目 10 番 地 の

36  

(旧) あ い ざ わ 訪

問 看 護 ス テ ー

シ ョ ン  

10  居 宅 介 護 事 業 者 （ 介 護 予 防 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

平 成 31 年

４ 月 ５ 日  

医 療 法 人 社

団 智 里 会  

磯 子 区 洋 光

台 六 丁 目 ７

番 27 号  

(新) 洋 光 台 中 央

整 形 外 科 ク リ

ニ ッ ク  

磯 子 区 洋 光 台

三 丁 目 １ 番 37

号  

(旧) 洋 光 台 中 央

整 形 外 科 せ ぼ

ね ク リ ニ ッ ク  

11  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ５ 年

５ 月 ８ 日  

総 合 メ デ ィ

カ ル 株 式 会

社  

(新) 福 岡 市 中

央 区 大 名 ２

丁 目 ９ 番 23

号  

そ う ご う 薬 局

神 奈 川 新 町 店  

神 奈 川 区 新 町

12 番 地 の １  

(旧) 福 岡 市 中

央 区 天 神 ２

丁 目 14 番 ８

号  

 同   同  (新) 福 岡 市 中

央 区 大 名 ２

丁 目 ９ 番 23

号  

そ う ご う 薬 局

エ キ ニ ア 横 浜

店  

西 区 北 幸 一 丁

目 １ 番 ８ 号  

(旧) 福 岡 市 中

央 区 天 神 ２

丁 目 14 番 ８  
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  号    

 同   同  (新) 福 岡 市 中

央 区 大 名 ２

丁 目 ９ 番 23

号  

そ う ご う 薬 局

横 濱 ゲ ー ト タ

ワ ー 店  

西 区 高 島 一 丁

目 ２ 番 ５ 号  

(旧) 福 岡 市 中

央 区 天 神 ２

丁 目 14 番 ８

号  

 同   同  (新) 福 岡 市 中

央 区 大 名 ２

丁 目 ９ 番 23

号  

そ う ご う 薬 局

芹 が 谷 店  

港 南 区 芹 が 谷

五 丁 目 55 番 10

号  

(旧) 福 岡 市 中

央 区 天 神 ２

丁 目 14 番 ８

号  

 同   同  (新) 福 岡 市 中

央 区 大 名 ２

丁 目 ９ 番 23

号  

そ う ご う 薬 局

権 太 坂 ス ク エ

ア 店  

保 土 ケ 谷 区 権

太 坂 三 丁 目 １

番 ３ 号  

(旧) 福 岡 市 中

央 区 天 神 ２

丁 目 14 番 ８

号  

 同   同  (新) 福 岡 市 中

央 区 大 名 ２

丁 目 ９ 番 23

号  

そ う ご う 薬 局

ラ イ ズ モ ー ル

常 盤 台 店  

保 土 ケ 谷 区 常

盤 台 22 番 ７ 号  

(旧) 福 岡 市 中

央 区 天 神 ２

丁 目 14 番 ８

号  

 同   同  (新) 福 岡 市 中

央 区 大 名 ２

丁 目 ９ 番 23

号  

そ う ご う 薬 局

今 宿 店  

旭 区 今 宿 西 町  

 285 番 地 の １  

(旧) 福 岡 市 中

央 区 天 神 ２

丁 目 14 番 ８

号  

 同   同  (新) 福 岡 市 中

央 区 大 名 ２

丁 目 ９ 番 23

号  

そ う ご う 薬 局

高 田 駅 前 店  

港 北 区 高 田 東

三 丁 目 １ 番 ８

号  

(旧) 福 岡 市 中

央 区 天 神 ２

丁 目 14 番 ８   
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  号    

 同   同  (新) 福 岡 市 中

央 区 大 名 ２

丁 目 ９ 番 23

号  

そ う ご う 薬 局

Ｓ Ｏ Ｃ Ｏ Ｌ Ａ

日 吉 店  

港 北 区 箕 輪 町

二 丁 目 ７ 番 42

号  

(旧) 福 岡 市 中

央 区 天 神 ２

丁 目 14 番 ８

号  

 同   同  (新) 福 岡 市 中

央 区 大 名 ２

丁 目 ９ 番 23

号  

そ う ご う 薬 局

ト レ ッ サ 横 浜

店  

港 北 区 師 岡 町  

 700 番 地  

(旧) 福 岡 市 中

央 区 天 神 ２

丁 目 14 番 ８

号  

 同   同  (新) 福 岡 市 中

央 区 大 名 ２

丁 目 ９ 番 23

号  

そ う ご う 薬 局

大 倉 山 店  

港 北 区 師 岡 町  

 1,148 番 地  

(旧) 福 岡 市 中

央 区 天 神 ２

丁 目 14 番 ８

号  

 同   同  (新) 福 岡 市 中

央 区 大 名 ２

丁 目 ９ 番 23

号  

そ う ご う 薬 局

長 津 田 店  

緑 区 長 津 田 四

丁 目 11 番 15 号  

(旧) 福 岡 市 中

央 区 天 神 ２

丁 目 14 番 ８

号  

 同   同  (新) 福 岡 市 中

央 区 大 名 ２

丁 目 ９ 番 23

号  

そ う ご う 薬 局

あ ざ み 野 店  

青 葉 区 荏 田 町  

 234 番 地 の １  

(旧) 福 岡 市 中

央 区 天 神 ２

丁 目 14 番 ８

号  

 同   同  (新) 福 岡 市 中

央 区 大 名 ２

丁 目 ９ 番 23

号  

そ う ご う 薬 局

大 船 店  

栄 区 笠 間 三 丁

目 １ 番 15 号  

(旧) 福 岡 市 中

央 区 天 神 ２

丁 目 14 番 ８  

号   



                     横 浜 市 報  定期第 143 号 令和５年８月25日 

26 

12  居 宅 介 護 事 業 者 （ 介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

平 成 31 年

４ 月 ５ 日  

医 療 法 人 社

団 智 里 会  

磯 子 区 洋 光

台 六 丁 目 ７

番 27 号  

(新) 洋 光 台 中 央

整 形 外 科 ク リ

ニ ッ ク  

磯 子 区 洋 光 台

三 丁 目 １ 番 37

号  

(旧) 洋 光 台 中 央

整 形 外 科 せ ぼ

ね ク リ ニ ッ ク  

13  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ５ 年

３ 月 13 日  

Ｅ － Ｌ Ｉ Ｆ

Ｅ 株 式 会 社  

藤 沢 市 羽 鳥

１ 丁 目 ６ 番

25 号  

イ ー ラ イ フ 株

式 会 社 横 浜 営

業 所  

(新) 瀬 谷 区 三 ツ

境 ２ 番 地 の １  

(旧) 瀬 谷 区 瀬 谷

五 丁 目 14 番 地

の ９  

14  介 護 予 防 事 業 者 （ 特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 販 売 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ５ 年

３ 月 13 日  

Ｅ － Ｌ Ｉ Ｆ

Ｅ 株 式 会 社  

藤 沢 市 羽 鳥

１ 丁 目 ６ 番

25 号  

イ ー ラ イ フ 株

式 会 社 横 浜 営

業 所  

(新) 瀬 谷 区 三 ツ

境 ２ 番 地 の １  

(旧) 瀬 谷 区 瀬 谷

五 丁 目 14 番 地

の ９  

15  介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 者 （ 訪 問 型 サ ー ビ ス ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 ・ 日

常 生 活 支 援 総

合 事 業 所 の 名

称  

介 護 予 防 ・ 日

常 生 活 支 援 総

合 事 業 所 の 所

在 地  

令 和 ４ 年

12 月 11 日  

ア ッ ト ラ イ

ナ 株 式 会 社  

栄 区 尾 月 13

番 ２ 号  

あ っ た 介 護 保

土 ヶ 谷  

(新) 保 土 ケ 谷 区

新 桜 ケ 丘 一 丁

目 18 番 ７ 号  

(旧) 保 土 ケ 谷 区

新 桜 ケ 丘 二 丁

目 41 番 ７ 号  

令 和 ５ 年

４ 月 10 日  

特 定 非 営 利

活 動 法 人 ワ

ー カ ー ズ ・

コ レ ク テ ィ

ブ た す け あ

い 磯 子  

(新) 磯 子 区 洋

光 台 四 丁 目

６ 番 ８ 号  

た す け あ い 磯

子  

(新) 磯 子 区 洋 光

台 四 丁 目 ６ 番

８ 号  

(旧) 磯 子 区 洋

光 台 五 丁 目

12 番 １ 号  

(旧) 磯 子 区 洋 光

台 五 丁 目 14 番

12 号  

令 和 ５ 年

５ 月 24 日  

株 式 会 社 Ｔ

Ｏ Ｙ Ｏ コ ー

ポ レ ー シ ョ

ン  

金 沢 区 六 浦

南 一 丁 目 ３

番 １ 号  

ケ ア ス テ ー シ

ョ ン 湘 南 六 浦  

(新) 金 沢 区 瀬 戸

10 番 ８ 号  

(旧) 金 沢 区 六 浦

南 一 丁 目 ３ 番

３ 号  
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横 浜 市 告 示 第  500 号  

   障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め  

   の 法 律 に 基 づ く 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 の 指 定  

 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （

平 成 17 年 法 律 第  123 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス

事 業 者 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

指 定 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

事 業 所 の 名

称  

事 業 所 の 所 在 地  事 業 の 内 容  

令 和 ５ 年

７ 月 １ 日  

Ｎ Ｐ Ｏ 法 人

リ ー ガ ー レ  

Ｕ リ ー グ  神 奈 川 区 東 神 奈

川 一 丁 目 ８ 番 地

の ６  

生 活 介 護  

 同  株 式 会 社 Ｈ

ａ ｒ ｕ  

Ｈ ａ ｒ ｕ  神 奈 川 区 三 ツ 沢

上 町 １ 番 13 号  

就 労 継 続 支

援 Ａ 型  

 同  株 式 会 社 さ

く ら モ ン デ

ッ ク ス  

さ く ら ・ 介

護 ス テ ー シ

ョ ン に し よ

こ は ま  

西 区 久 保 町 15 番

１ 号  

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

護 、 同 行 援

護  

 同  合 同 会 社 わ

ー く ぷ ら す  

就 労 継 続 支

援 Ｂ 型 事 業

所 メ タ ゲ ー

ム 横 浜  

中 区 翁 町 ２ 丁 目

７ 番 地 の 10  

就 労 継 続 支

援 Ｂ 型  

 同  株 式 会 社 ア

イ ト ラ ス ト  

株 式 会 社 ア

イ ト ラ ス ト  

南 区 山 谷 82 番 地

の ４  

行 動 援 護 、

同 行 援 護  

 同  合 同 会 社 さ

ざ ん 花  

さ ざ ん 花 訪

問 介 護 事 業

所  

南 区 睦 町 １ 丁 目

６ 番 地 の １  

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

護  

 同  株 式 会 社 ア

カ リ エ  

Ａ － Ｓ ｍ ｉ

ｌ ｅ 井 土 ヶ

谷  

南 区 井 土 ケ 谷 上

町 14 番 ８ 号  

居 宅 介 護  

 同  合 同 会 社 盛

福  

ユ ー ラ ク  南 区 井 土 ケ 谷 下

町 44 番 地 の ３  

重 度 訪 問 介

護  

 同  一 般 社 団 法

人 テ イ ル ウ

ィ ン ド  

え が お の 風  南 区 榎 町 ２ 丁 目

51 番 地 の １  

居 宅 介 護 、

行 動 援 護 、

同 行 援 護  

 同  Ｍ ｎ ｅ ｔ 合

同 会 社  

え む ね っ と

カ フ ェ 巳 和

名 （ ｍ ｉ ｗ

ａ ｎ ａ ）  

戸 塚 区 深 谷 町 1,  

717 番 地 の １  

就 労 継 続 支

援 Ｂ 型  

 同  株 式 会 社 エ

タ ー ナ ル  

エ タ ー ナ ル

二 俣 川  

旭 区 二 俣 川 ２ 丁

目 85 番 地 の ３  

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

護 、 行 動 援

護  

 同  公 益 社 団 法

人 青 年 海 外  

Ｊ ’ s ワ ー

ク さ か え  

栄 区 小 菅 ケ 谷 一

丁 目 ２ 番 １ 号  

就 労 継 続 支

援 Ａ 型   
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 協 力 協 会     

 同  有 限 会 社 ホ

ー ム ケ ア  

さ く ら カ ン

タ キ ス テ ー

シ ョ ン  

都 筑 区 東 山 田 一

丁 目 38 番 24 号  

生 活 介 護  

 同  有 限 会 社 ホ

ー ム ケ ア  

さ く ら カ ン

タ キ ス テ ー

シ ョ ン  

都 筑 区 東 山 田 一

丁 目 38 番 24 号  

短 期 入 所  

令 和 ５ 年

８ 月 １ 日  

株 式 会 社 ア

シ ア ン ナ イ

ス  

ス マ イ ル ケ

ア 鶴 見  

鶴 見 区 上 末 吉 二

丁 目 １ 番 14 号  

居 宅 介 護  

 同  株 式 会 社 Ｋ

Ｚ Ｍ  

シ ェ ア ピ ー

ス ケ ア サ ー

ビ ス  

鶴 見 区 下 末 吉 一

丁 目 ９ 番 ７ 号  

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

護  

 同  合 同 会 社 ハ

チ ク ン  

お や か た 介

護 サ ー ビ ス  

中 区 太 田 町 ２ 丁

目 30 番 地  

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

護  

 同  株 式 会 社 ア

シ ス ト ド リ

ー ム  

ア シ ス ト ド

リ ー ム  

金 沢 区 富 岡 東 五

丁 目 18 番 １ 号  

同 行 援 護  

 同  ミ モ ザ 株 式

会 社  

ミ モ ザ ヘ ル

パ ー ス テ ー

シ ョ ン 戸 塚  

戸 塚 区 戸 塚 町  4, 

856 番 地  

居 宅 介 護  

 同  株 式 会 社 Ｎ

ｅ ｘ ｔ  Ｆ

ｒ ｏ ｎ ｔ ｉ

ｅ ｒ  

訪 問 介 護 事

業 所  十 色  

戸 塚 区 上 矢 部 町  

 1,600 番 地 の 10  

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

護  

 同  合 同 会 社 フ

リ ー ダ ム  

訪 問 介 護  

フ リ ー ダ ム  

港 南 区 野 庭 町 66  

5 番 地 の 11  

居 宅 介 護  

 同  株 式 会 社 Ｓ

Ｐ Ｓ  

ヒ ラ ッ ク ス

訪 問 介 護 犬

山  

栄 区 犬 山 町 59 番

１ 号  

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

護  

 同  社 会 福 祉 法

人 あ お ば の

実  

コ ー ポ Ｙ Ｏ

Ｕ  

青 葉 区 田 奈 町 31

番 地 の １  

共 同 生 活 援

助  

 同  株 式 会 社 サ

ン ラ イ ズ  

サ ン ラ イ ズ

イ ー グ ル 江

田  

青 葉 区 荏 田 北 一

丁 目 ６ 番 地 の ４  

短 期 入 所  

 同  ケ ル ビ ム ・

リ ン ク 合 同

会 社  

ケ ル ビ ム ・

リ ン ク 合 同

会 社  

都 筑 区 仲 町 台 四

丁 目 16 番 18 号  

行 動 援 護  

 



                     横 浜 市 報  定期第 143 号 令和５年８月25日 

29 

横 浜 市 告 示 第  501 号  

   障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め  

   の 法 律 に 基 づ く 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 者 の 指 定  

 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （

平 成 17 年 法 律 第  123 号 ） 第 51 条 の 20 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 特 定 相 談

支 援 事 業 者 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

指 定 年 月

日  

事 業 者 の 名 称  事 業 所 の 名 称  事 業 所 の 所 在 地  

令 和 ５ 年

７ 月 １ 日  

特 定 非 営 利 活 動

法 人 地 域 と と も

に 歩 む 会  

相 談 支 援 事 業 所

Ｃ ａ ｌ ｍ ｅ  

鶴 見 区 汐 入 町 ２ 丁

目 41 番 地 の ２  

 同  株 式 会 社 ラ ・ ヴ

ィ ー タ  

相 談 支 援 事 業 所

こ ぱ ん  

神 奈 川 区 西 神 奈 川

一 丁 目 ９ 番 地 の ２  

令 和 ５ 年

８ 月 １ 日  

一 般 社 団 法 人 鶴

見 区 医 師 会  

鶴 見 区 医 師 会 相

談 支 援 ス テ ー シ

ョ ン  

鶴 見 区 矢 向 二 丁 目

13 番 ５ 号  

 同  特 定 非 営 利 活 動

法 人 地 域 活 動 支

援 セ ン タ ー あ い

の 木  

あ い の 木 る ー む  南 区 六 ツ 川 二 丁 目  

 107 番 地 の 65  
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横 浜 市 告 示 第  502 号  

   障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め  

   の 法 律 に 基 づ く 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 の 廃 止  

 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （

平 成 17 年 法 律 第  123 号 ） 第 46 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 指 定 障 害 福

祉 サ ー ビ ス 事 業 を 次 の と お り 廃 止 す る 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

事 業 所 の 名 称  事 業 所 の 所 在

地  

事 業 の 内 容  

令 和 ５ 年

３ 月 31 日  

特 定 非 営 利

活 動 法 人 メ

ン タ ル サ ポ

ー ト あ お ば  

横 浜 市 青 葉 区

生 活 支 援 セ ン

タ ー ほ っ と サ

ロ ン 青 葉  

青 葉 区 荏 田 西

二 丁 目 14 番 地

の ３  

自 立 生 活 援

助  

令 和 ５ 年

４ 月 30 日  

株 式 会 社 ニ

チ イ 学 館  

ニ チ イ ケ ア セ

ン タ ー 大 口  

神 奈 川 区 大 口

通  135 番 地 の

５  

同 行 援 護  

令 和 ５ 年

５ 月 18 日  

株 式 会 社 ｖ

ｉ ｖ ｅ ｌ ｙ  

就 労 移 行 パ ー

ト ナ ー ズ  横

浜 関 内  

中 区 万 代 町 １

丁 目 ２ 番 地 の

12  

就 労 移 行 支

援  

令 和 ５ 年

５ 月 31 日  

株 式 会 社 ケ

ア ・ タ ウ ン  

株 式 会 社 ケ ア

・ タ ウ ン  

西 区 久 保 町 ６

番 26 号  

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

護  

 同  特 定 非 営 利

活 動 法 人 さ

く ら ん ぼ  

特 定 非 営 利 活

動 法 人 さ く ら

ん ぼ  

瀬 谷 区 三 ツ 境

10 番 地 の ６  

居 宅 介 護  

 同  特 定 非 営 利

活 動 法 人 愛

の さ さ え  

ユ リ の さ さ え  瀬 谷 区 阿 久 和

南 二 丁 目 10 番

地 の ２  

就 労 継 続 支

援 Ｂ 型  

令 和 ５ 年

６ 月 １ 日  

合 同 会 社 ゆ

ず り は  

ゆ ず り は  磯 子 区 岡 村 三

丁 目 17 番 32 号  

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

護  

 同  合 同 会 社 た

ま え  

た ま え ス テ ー

シ ョ ン  

戸 塚 区 汲 沢 八

丁 目 34 番 33 号  

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

護  

 同  Ｎ Ｐ Ｏ 法 人

た ん ま ち 福

祉 活 動 ホ ー

ム  

地 域 作 業 所 ワ

ー ク ス み な と  

神 奈 川 区 反 町

１ 丁 目 ５ 番 地

の 13  

就 労 継 続 支

援 Ｂ 型  

令 和 ５ 年

６ 月 30 日  

一 般 社 団 法

人 聖 羅 会  

さ く ら の 樹  都 筑 区 東 山 田

町  1,261 番 地

の １  

生 活 介 護 、

就 労 継 続 支

援 Ｂ 型  

 同  株 式 会 社 ド

リ ー ム ラ イ

ツ  

ふ じ ケ ア  ヘ

ル パ ー ス テ ー

シ ョ ン 横 浜  

中 区 末 吉 町 ４

丁 目 71 番 地 の

３  

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

護  

 同  株 式 会 社 ツ

ク イ  

ツ ク イ 横 浜 緑

第 二  

緑 区 中 山 一 丁

目 ５ 番 25 号  

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介  
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    護  

 同  株 式 会 社 Ｍ

＆ Ｈ  

就 労 移 行 支 援

事 業 所  ラ イ

フ エ ー ル  横

浜  

神 奈 川 区 鶴 屋

町 ３ 丁 目 35 番

地 の ８  

就 労 移 行 支

援  

 同  社 会 福 祉 法

人 横 浜 社 会

福 祉 協 会  

鶴 見 ワ ー ク ト

レ ー ニ ン グ ハ

ウ ス  

鶴 見 区 豊 岡 町

28 番 ４ 号  

短 期 入 所  

令 和 ５ 年

７ 月 31 日  

株 式 会 社 ア

ラ イ ブ ネ ッ

ト  

就 労 移 行 支 援

事 業 所 マ ナ ビ

ト 横 浜  

中 区 不 老 町 ２

丁 目 ９ 番 地 の

２  

就 労 移 行 支

援  
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横 浜 市 告 示 第  503 号  

   障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め  

   の 法 律 に 基 づ く 指 定 一 般 相 談 支 援 事 業 の 廃 止  

 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （

平 成 17 年 法 律 第  123 号 ） 第 51 条 の 25 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 指 定 一

般 相 談 支 援 事 業 を 次 の と お り 廃 止 す る 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

事 業 所 の 名 称  事 業 所 の 所 在

地  

事 業 の 内 容  

令 和 ５ 年

３ 月 31 日  

特 定 非 営 利

活 動 法 人 メ

ン タ ル サ ポ

ー ト あ お ば  

ほ っ と サ ロ ン

青 葉 こ こ ろ の

相 談 室  

青 葉 区 荏 田 西

二 丁 目 14 番 地

の ３  

地 域 移 行 支

援 、 地 域 定

着 支 援  
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横 浜 市 告 示 第  504 号  

   障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め  

   の 法 律 に 基 づ く 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 の 廃 止  

 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （

平 成 17 年 法 律 第  123 号 ） 第 51 条 の 25 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 指 定 特

定 相 談 支 援 事 業 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名 称   事 業 所 の 名 称  事 業 所 の 所 在 地  

令 和 ５ 年

３ 月 31 日  

特 定 非 営 利 活 動

法 人 メ ン タ ル サ

ポ ー ト あ お ば  

ほ っ と サ ロ ン 青 葉

こ こ ろ の 相 談 室  

青 葉 区 荏 田 西 二

丁 目 14 番 地 の ３  

令 和 ５ 年

７ 月 １ 日  

合 同 会 社 Ａ Ｉ Ｍ  Ａ Ｉ Ｍ  コ ン サ ル

テ ー シ ョ ン サ ポ ー

ト  

南 区 高 根 町 ３ 丁

目 18 番 地 の 18  
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横 浜 市 告 示 第  505 号  

   地 方 公 営 企 業 法 の 財 務 規 定 等 を 適 用 す る 下 水 道 事 業 の 収  

   納 取 扱 金 融 機 関 の 指 定 の 一 部 改 正  

 地 方 公 営 企 業 法 の 財 務 規 定 等 を 適 用 す る 下 水 道 事 業 の 収 納 取 扱 金

融 機 関 の 指 定 （ 昭 和 39 年 ４ 月 横 浜 市 告 示 第 57 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 し 、 令 和 ５ 年 10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 表 中  

「  

 

株 式 会 社 東 日 本 銀 行  

 

同  

 

                          」  

を  

「  

 

株 式 会 社 東 日 本 銀 行  

 

全 国  

 

                          」  

に 改 め る 。  
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横 浜 市 告 示 第  506 号  

   指 定 納 付 受 託 者 の 指 定  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  231 条 の ２ の ３ 第 ２ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 指 定 納 付 受 託 者 を 指 定 し た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  指 定 納 付 受 託 者 の 名 称  

  大 和 ハ ウ ス フ ィ ナ ン シ ャ ル 株 式 会 社  

２  指 定 納 付 受 託 者 の 主 た る 事 務 所 の 所 在 地  

  大 阪 府 大 阪 市 中 央 区 北 浜 東 ４ 番 33 号  

３  指 定 納 付 受 託 者 を 指 定 し た 日  

  令 和 ５ 年 ８ 月 ８ 日  

４  指 定 納 付 受 託 者 に 納 付 さ せ る 歳 入  

  キ ャ ッ シ ュ レ ス 決 済 に よ る 粗 大 ご み 処 理 手 数 料 納 付  

５  指 定 納 付 受 託 者 に 納 付 さ せ る 期 間  

  令 和 ５ 年 10 月 １ 日 か ら 令 和 ６ 年 ３ 月 31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  507 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路 の 変 更  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 21 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路

を 次 の と お り 変 更 し た 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称  

 (1)  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路  

   ３ ・ ４ ・ ３ 号 環 状 ４ 号 線  

 (2)  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路  

   ３ ・ ３ ・ 53 号 上 川 井 瀬 谷 １ 号 線  

 (3)  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路  

   ３ ・ ３ ・ 54 号 上 川 井 瀬 谷 ２ 号 線  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

 (1)  ３ ・ ４ ・ ３ 号 環 状 ４ 号 線  

  ア  追 加 す る 部 分  

    な し  

  イ  削 除 す る 部 分  

    な し  

  ウ  変 更 す る 部 分  

    瀬 谷 区 瀬 谷 町 及 び 中 屋 敷 三 丁 目 地 内  

 (2)  ３ ・ ３ ・ 53 号 上 川 井 瀬 谷 １ 号 線  

  ア  追 加 す る 部 分  

    旭 区 上 川 井 町 並 び に 瀬 谷 区 瀬 谷 町 及 び 中 屋 敷 三 丁 目 地 内  

  イ  削 除 す る 部 分  

    な し  

  ウ  変 更 す る 部 分  

    な し  

 (3)  ３ ・ ３ ・ 54 号 上 川 井 瀬 谷 ２ 号 線  

  ア  追 加 す る 部 分  

    旭 区 上 川 井 町 及 び 瀬 谷 区 瀬 谷 町 地 内  

  イ  削 除 す る 部 分  

    な し  

  ウ  変 更 す る 部 分  

    な し  
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横 浜 市 告 示 第  508 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路 の 変 更  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 21 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路

を 次 の と お り 変 更 し た 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路  

  ３ ・ ３ ・ ９ 号 国 道 16 号 線  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

 (1)  追 加 す る 部 分  

   な し  

 (2)  削 除 す る 部 分  

   な し  

 (3)  変 更 す る 部 分  

   旭 区 上 川 井 町 並 び に 瀬 谷 区 卸 本 町 、 上 瀬 谷 町 、 北 町 、 五 貫 目

町 、 瀬 谷 町 及 び 目 黒 町 地 内  
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公 告  

 

横 浜 市 公 告 第  479 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 新 設 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ５ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 新 設 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日

か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  届 出 の 概 要  

届  出  事  項       届  出  内  容       

大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称

及 び 所 在 地  

（ 仮 称 ） イ オ ン ス タ イ ル 高 田 西  

港 北 区 高 田 西 一 丁 目  753 番 の １ ほ か  

大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置

す る 者 の 氏 名 又 は 名 称

及 び 住 所 並 び に 法 人 に

あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

イ オ ン リ テ ー ル 株 式 会 社  

 代 表 取 締 役  井  出  武  美  

千 葉 市 美 浜 区 中 瀬 １ 丁 目 ５ 番 地 の １  

大 規 模 小 売 店 舗 に お い

て 小 売 業 を 行 う 者 の 氏

名 又 は 名 称 及 び 住 所 並

び に 法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名  

イ オ ン リ テ ー ル 株 式 会 社  

 代 表 取 締 役  井  出  武  美  

千 葉 市 美 浜 区 中 瀬 １ 丁 目 ５ 番 地 の １  

ほ か 未 定  

大 規 模 小 売 店 舗 の 新 設

を す る 日  

令 和 ６ 年 ３ 月 25 日  

大 規 模 小 売 店 舗 内 の 店

舗 面 積 の 合 計  

 4,050 ㎡  

駐 車 場 の 位 置 及 び 収 容

台 数  

位 置  届 出 書 の 添 付 図 面 記 載 の と お り  

収 容 台 数   235 台  

駐 輪 場 の 位 置 及 び 収 容

台 数  

位 置  届 出 書 の 添 付 図 面 記 載 の と お り  

収 容 台 数   142 台  

荷 さ ば き 施 設 の 位 置 及

び 面 積  

位 置  届 出 書 の 添 付 図 面 記 載 の と お り  

面 積   221.31 ㎡  

廃 棄 物 等 の 保 管 施 設 の

位 置 及 び 容 量  

位 置  届 出 書 の 添 付 図 面 記 載 の と お り  

容 量   23.76 ㎥   
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大 規 模 小 売 店 舗 に お い

て 小 売 業 を 行 う 者 の 開

店 時 刻 及 び 閉 店 時 刻  

開 店 時 刻  午 前 ７ 時  

閉 店 時 刻  午 後 10 時 30 分  

 

来 客 が 駐 車 場 を 利 用 す

る こ と が で き る 時 間 帯  

午 前 ６ 時 30 分 か ら 午 後 11 時 ま で  

駐 車 場 の 自 動 車 の 出 入

口 の 数 及 び 位 置  

数  入 口 ２ か 所 、 出 口 ２ か 所  

位 置  届 出 書 の 添 付 図 面 記 載 の と お り  

荷 さ ば き 施 設 に お い て

荷 さ ば き を 行 う こ と が

で き る 時 間 帯  

午 前 ６ 時 か ら 午 後 11 時 ま で  

 

 （ 添 付 図 面 は 省 略 ）  

２  届 出 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ７ 月 24 日  

３  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課  

  港 北 区 大 豆 戸 町 26 番 地 の １  

  横 浜 市 港 北 区 役 所 総 務 部 区 政 推 進 課  
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横 浜 市 公 告 第  480 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  届 出 の 概 要  

 (1)  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

   オ ル ト モ ー ル  

   神 奈 川 区 新 子 安 一 丁 目 ２ 番 ４ 号 ほ か  

 (2)  大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

   有 限 会 社 イ イ ダ  

    代 表 取 締 役  飯  田  泰  之  

   神 奈 川 区 新 子 安 一 丁 目 １ 番 11 号  

   ほ か ６ 者  

 (3)  変 更 し た 事 項  

 変 更 し た 事 項    変  更  前      変  更  後    

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名  

相 鉄 ロ ー ゼ ン 株 式 会

社  

代 表 取 締 役  

 曽  我  清  隆  

西 区 北 幸 二 丁 目 ９ 番

14 号  

ほ か ４ 者  

相 鉄 ロ ー ゼ ン 株 式 会

社  

代 表 取 締 役  

 曽  我  清  隆  

西 区 北 幸 二 丁 目 ９ 番

14 号  

ほ か ５ 者  

 (4)  変 更 の 年 月 日  

   令 和 ４ 年 12 月 12 日 ほ か  

 (5)  変 更 し た 理 由  

   小 売 業 者 の 出 店 の た め  ほ か  

２  届 出 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ７ 月 28 日  

３  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  
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  横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課  
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横 浜 市 公 告 第  481 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  届 出 の 概 要  

 (1)  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

   ト レ ッ サ 横 浜  

   港 北 区 師 岡 町  700 番 地 ほ か  

 (2)  大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

   株 式 会 社 ト ヨ タ オ ー ト モ ー ル ク リ エ イ ト  

    代 表 取 締 役  河  合  利  夫  

   名 古 屋 市 中 村 区 平 池 町 ４ 丁 目 60 番 地 の 12  

 (3)  変 更 し た 事 項  

 変 更 し た 事 項    変  更  前      変  更  後    

大 規 模 小 売 店 舗 を

設 置 す る 者 の 氏 名

又 は 名 称 及 び 住 所

並 び に 法 人 に あ っ

て は 代 表 者 の 氏 名  

株 式 会 社 ト ヨ タ オ ー

ト モ ー ル ク リ エ イ ト  

代 表 取 締 役  

 河  合  利  夫  

名 古 屋 市 中 村 区 名 駅

３ 丁 目 24 番 14 号  

株 式 会 社 ト ヨ タ オ ー

ト モ ー ル ク リ エ イ ト  

代 表 取 締 役  

 河  合  利  夫  

名 古 屋 市 中 村 区 平 池

町 ４ 丁 目 60 番 地 の 12  

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名  

株 式 会 社 東 京 ソ ワ ー

ル  

代 表 取 締 役  

 村  越  眞  二  

東 京 都 港 区 南 青 山 １

丁 目 １ 番 １ 号  

ほ か  115 者  

株 式 会 社 東 京 ソ ワ ー

ル  

代 表 取 締 役  

 小  泉  純  一  

東 京 都 港 区 南 青 山 １

丁 目 １ 番 １ 号  

ほ か 92 者  

 (4)  変 更 の 年 月 日  

   平 成 29 年 ４ 月 １ 日 ほ か  

 (5)  変 更 し た 理 由  
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   設 置 者 の 住 所 変 更 の た め  ほ か  

２  届 出 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ７ 月 31 日  

３  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課  
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横 浜 市 公 告 第  482 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ６ 条 第 ２ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  届 出 の 概 要  

 (1)  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

   東 戸 塚 西 口 プ ラ ザ  

   戸 塚 区 川 上 町 87 番 地 の ８ ほ か  

 (2)  大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

   三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社  

    代 表 取 締 役  大  山  一  也  

   東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 １ 丁 目 ４ 番 １ 号  

 (3)  変 更 し よ う と す る 事 項  

変 更 し よ う と す る

事 項  

  変  更  前    

 

  変  更  後    

 

駐 車 場 の 位 置 及 び

収 容 台 数  

位 置  届 出 書 の 添 付  

   図 面 （ 変 更 前  

   ） 記 載 の と お  

   り  

収 容 台 数   339 台  

位 置  届 出 書 の 添 付  

   図 面 （ 変 更 後  

   ） 記 載 の と お  

   り  

収 容 台 数   200 台  

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 開 店 時 刻 及

び 閉 店 時 刻  

開 店 時 刻  午 前 10 時  

     （ 年 間 60  

     日 は 午 前  

     ９ 時 ）  

閉 店 時 刻  午 後 10 時  

ほ か  

開 店 時 刻  午 前 10 時  

閉 店 時 刻  午 後 ９ 時  

来 客 が 駐 車 場 を 利

用 す る こ と が で き

る 時 間 帯  

24 時 間 ほ か  午 前 ９ 時 30 分 か ら 午

後 ９ 時 30 分 ま で  

荷 さ ば き 施 設 に お  24 時 間  午 前 ６ 時 か ら 午 後 11   
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い て 荷 さ ば き を 行

う こ と が で き る 時

間 帯  

 時 ま で  

 （ 添 付 図 面 は 省 略 ）  

 (4)  変 更 す る 年 月 日  

   令 和 ６ 年 ３ 月 26 日  

 (5)  変 更 す る 理 由  

   営 業 計 画 変 更 の た め  

２  届 出 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ７ 月 25 日  

３  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課  



                     横 浜 市 報  定期第 143 号 令和５年８月25日 

46 

横 浜 市 公 告 第  483 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ６ 条 第 ２ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  届 出 の 概 要  

 (1)  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

   オ ル ト モ ー ル  

   神 奈 川 区 新 子 安 一 丁 目 ２ 番 ４ 号 ほ か  

 (2)  大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

   有 限 会 社 イ イ ダ  

    代 表 取 締 役  飯  田  泰  之  

   神 奈 川 区 新 子 安 一 丁 目 １ 番 11 号  

   ほ か ６ 者  

 (3)  変 更 し よ う と す る 事 項  

変 更 し よ う と す る

事 項  

  変  更  前    

 

  変  更  後    

 

大 規 模 小 売 店 舗 内

の 店 舗 面 積 の 合 計  

 2,170 ㎡   2,387 ㎡  

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 開 店 時 刻 及

び 閉 店 時 刻  

開 店 時 刻  午 前 ８ 時  

閉 店 時 刻  午 後 10 時  

ほ か  

開 店 時 刻  午 前 ８ 時  

閉 店 時 刻  午 後 11 時  

ほ か  

駐 輪 場 の 位 置 及 び

収 容 台 数  

位 置  届 出 書 の 添 付  

   図 面 （ 変 更 前  

   ） 記 載 の と お  

   り  

収 容 台 数   163 台  

位 置  届 出 書 の 添 付  

   図 面 （ 変 更 後  

   ） 記 載 の と お  

   り  

収 容 台 数   142 台  

 （ 添 付 図 面 は 省 略 ）  

 (4)  変 更 す る 年 月 日  

   令 和 ６ 年 ８ 月 １ 日 ほ か  
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 (5)  変 更 す る 理 由  

   原 動 機 付 自 転 車 駐 輪 場 増 設 の た め  ほ か  

２  届 出 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ７ 月 28 日  

３  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課  
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横 浜 市 公 告 第  484 号  

   事 後 調 査 計 画 書 の 提 出  

 横 浜 市 環 境 影 響 評 価 条 例 （ 平 成 22 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 46 号 ） 第 38

条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 （ 仮 称 ） 東 高 島 駅 北 地 区 Ｃ 地 区 棟 計 画 に

係 る 事 後 調 査 計 画 書 の 提 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  



                     横 浜 市 報  定期第 143 号 令和５年８月25日 

49 

横 浜 市 公 告 第  485 号  

   事 後 調 査 結 果 報 告 書 の 提 出  

 横 浜 市 環 境 影 響 評 価 条 例 （ 平 成 22 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 46 号 ） 第 38

条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 市 現 市 庁 舎 街 区 活 用 事 業 に 係 る 事 後

調 査 結 果 報 告 書 の 提 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  
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横 浜 市 公 告 第  486 号  

   土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 の  

   一 部 の 解 除  

 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 11 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 （ 令 和

５ 年 ３ 月 横 浜 市 公 告 第  137 号 ） に よ り 指 定 し た 区 域 の 一 部 の 指 定 を

解 除 す る 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  解 除 す る 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  神 奈 川 区 羽 沢 町 字 松 原  1,130 番 の ２ の 一 部  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  セ レ ン 及 び そ の 化 合 物  

３  講 じ ら れ た 汚 染 の 除 去 等 の 措 置  

  土 壌 汚 染 状 況 調 査 の 試 料 採 取 等 を 省 略 し て 形 質 変 更 時 要 届 出 区

域 に 指 定 さ れ た 土 地 に つ い て 、 当 該 省 略 し た 調 査 の 過 程 を 改 め て

実 施 し た 結 果 、 土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 す る こ と を 確 認 し た た め 。  
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横 浜 市 公 告 第  487 号  

   公 園 の 一 時 利 用 停 止  

 横 浜 市 公 園 条 例 （ 昭 和 33 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 11 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 園 の 利 用 を 一 時 停 止 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 環 境 創 造 局 公 園 緑 地 部 公 園 緑 地 管 理 課 に

お い て 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

公 園 の 名 称   位  置  一 時 利 用 停 止

の 区 域 及 び 面

積  

一 時 利 用

停 止 の 態

様  

一 時 利 用 停 止

期 間  

北 寺 尾 第 一

公 園  

鶴 見 区 北 寺

尾 三 丁 目 14

番  

別 図 の と お り  

 514 ㎡  

立 入 禁 止  令 和 ５ 年 ９ 月  

１ 日 か ら 令 和  

６ 年 ２ 月 ９ 日  

ま で  

馬 場 町 第 二

公 園  

鶴 見 区 馬 場

三 丁 目 27 番  

別 図 の と お り  

 211 ㎡  

立 入 禁 止  令 和 ５ 年 ９ 月  

１ 日 か ら 令 和  

６ 年 ２ 月 ９ 日  

ま で  

矢 向 二 ケ 領

公 園  

鶴 見 区 矢 向

六 丁 目 18 番  

別 図 の と お り  

 279 ㎡  

立 入 禁 止  令 和 ５ 年 ９ 月  

１ 日 か ら 令 和  

６ 年 ２ 月 ９ 日  

ま で  

笹 堀 第 二 公

園  

磯 子 区 岡 村

八 丁 目 15 番  

別 図 の と お り  

 366 ㎡  

立 入 禁 止  令 和 ５ 年 ９ 月  

１ 日 か ら 令 和  

６ 年 ３ 月 31 日  

ま で  

杉 田 大 谷 第

一 公 園  

磯 子 区 杉 田

七 丁 目 14 番  

別 図 の と お り  

 2,375 ㎡  

立 入 禁 止  令 和 ５ 年 ９ 月  

１ 日 か ら 令 和  

６ 年 ３ 月 31 日  

ま で  

洋 光 台 六 丁

目 公 園  

磯 子 区 洋 光

台 六 丁 目 21

番  

別 図 の と お り  

 2,818 ㎡  

立 入 禁 止  令 和 ５ 年 ９ 月  

１ 日 か ら 令 和  

６ 年 ３ 月 31 日  

ま で  

別 図 （ 省 略 ）  
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横 浜 市 公 告 第  488 号  

   公 園 の 区 域 の 変 更  

 横 浜 市 公 園 条 例 （ 昭 和 33 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 11 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 園 の 区 域 を 変 更 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 環 境 創 造 局 公 園 緑 地 部 公 園 緑 地 管 理 課 に

お い て 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

公 園 の 名 称   位  置  変 更 に 係

る 区 域  

面   積  変 更 年 月

日  新  旧  

新 羽 丘 陵 公

園  

港 北 区 新 羽

町  1,491 番

の １  

別 図 の と

お り  

 29,600 ㎡  

 

 24,996 ㎡  令 和 ５ 年  

８ 月 25 日  

 別 図 （ 省 略 ）  
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横 浜 市 公 告 第  489 号  

   排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 変 更  

 横 浜 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 規 則 （ 平 成 11 年 １ 月 横 浜 市 規 則 第 １ 号  

） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 排 水 設 備 指 定 工 事 店 を 次 の と お り

変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

変 更 年 月

日  

指 定

番 号  

 名  称   代 表 者 氏 名   営 業 所 所 在 地  

令 和 ５ 年

７ 月 １ 日  

00061  株 式 会 社 協

和 日 成 神 奈

川 支 店  

川  野    茂  (新) 大 和 市 深 見 東 １

丁 目 ６ 番 ７ 号  

(旧) 川 崎 市 高 津 区 末

長 ４ 丁 目 ７ 番 ８ 号  
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横 浜 市 公 告 第  490 号  

   廃 物 の 認 定  

 横 浜 市 放 置 自 動 車 及 び 沈 船 等 の 発 生 の 防 止 及 び 適 正 な 処 理 に 関 す

る 条 例 （ 平 成 ３ 年 ９ 月 横 浜 市 条 例 第 31 号 ） 第 15 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 次 の 放 置 自 動 車 及 び 沈 船 等 は 、 こ の 公 告 を 行 っ た 日 か ら 起 算

し て 10 日 を 経 過 し た と き は 、 廃 物 と し て 認 定 す る 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  放 置 自 動 車  

放  置  場  所     車   名     

南 区 六 ツ 川 二 丁 目  ス ズ キ  ス カ イ ウ ェ イ ブ  

２  沈 船 等  

放  置  場  所     船   名     

神 奈 川 区 神 奈 川 一 丁 目  Ｍ Ｅ Ｔ Ｅ Ｏ ／ Ｍ ． Ｉ ． Ｔ  
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横 浜 市 公 告 第  491 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路 の 変 更 案 の 縦 覧  

 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路 の 変 更 案 を 作 成 し た の で 、 都 市 計 画 法

（ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 21 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 17

条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ の 案 を 次 の と お り 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る

。  

 こ の 案 に つ い て 意 見 が あ る 関 係 住 民 及 び 利 害 関 係 人 は 、 縦 覧 期 間

満 了 の 日 ま で に 横 浜 市 長 に 意 見 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路  

  ３ ・ ５ ・ 26 号 戸 塚 線  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

 (1)  追 加 す る 部 分  

   戸 塚 区 戸 塚 町 地 内  

 (2)  削 除 す る 部 分  

   な し  

 (3)  変 更 す る 部 分  

   な し  

３  縦 覧 期 間  

  令 和 ５ 年 ８ 月 25 日 か ら 令 和 ５ 年 ９ 月 ８ 日 ま で  

４  縦 覧 場 所 及 び 意 見 書 提 出 先  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課  

５  都 市 計 画 図 書 写 し の 閲 覧 期 間  

  令 和 ５ 年 ８ 月 25 日 か ら 令 和 ５ 年 ９ 月 ８ 日 ま で  

６  都 市 計 画 図 書 写 し の 閲 覧 場 所  

  戸 塚 区 戸 塚 町 16 番 地 の 17  

  横 浜 市 戸 塚 区 役 所 総 務 部 区 政 推 進 課  
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横 浜 市 公 告 第  492 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路 の 変 更 案 の 縦 覧  

 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路 の 変 更 案 を 作 成 し た の で 、 都 市 計 画 法

（ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 21 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 17

条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ の 案 を 次 の と お り 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る

。  

 こ の 案 に つ い て 意 見 が あ る 関 係 住 民 及 び 利 害 関 係 人 は 、 縦 覧 期 間

満 了 の 日 ま で に 横 浜 市 長 に 意 見 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路  

  ３ ・ ３ ・ 27 号 国 道 １ 号 線  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

 (1)  追 加 す る 部 分  

   な し  

 (2)  削 除 す る 部 分  

   な し  

 (3)  変 更 す る 部 分  

   戸 塚 区 汲 沢 町 及 び 戸 塚 町 地 内  

３  縦 覧 期 間  

  令 和 ５ 年 ８ 月 25 日 か ら 令 和 ５ 年 ９ 月 ８ 日 ま で  

４  縦 覧 場 所 及 び 意 見 書 提 出 先  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課  

５  都 市 計 画 図 書 写 し の 閲 覧 期 間  

  令 和 ５ 年 ８ 月 25 日 か ら 令 和 ５ 年 ９ 月 ８ 日 ま で  

６  都 市 計 画 図 書 写 し の 閲 覧 場 所  

  戸 塚 区 戸 塚 町 16 番 地 の 17  

  横 浜 市 戸 塚 区 役 所 総 務 部 区 政 推 進 課  
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横 浜 市 公 告 第  493 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 下 水 道 の 変 更 案 の 縦 覧  

 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 下 水 道 の 変 更 案 を 作 成 し た の で 、 都 市 計 画

法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 21 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第

17 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ の 案 を 次 の と お り 公 衆 の 縦 覧 に 供 す

る 。  

 こ の 案 に つ い て 意 見 が あ る 関 係 住 民 及 び 利 害 関 係 人 は 、 縦 覧 期 間

満 了 の 日 ま で に 横 浜 市 長 に 意 見 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 下 水 道  

  横 浜 公 共 下 水 道  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

 (1)  追 加 す る 部 分  

   な し  

 (2)  削 除 す る 部 分  

   金 沢 区 幸 浦 二 丁 目 地 内  

 (3)  変 更 す る 部 分  

   な し  

３  縦 覧 期 間  

  令 和 ５ 年 ８ 月 25 日 か ら 令 和 ５ 年 ９ 月 ８ 日 ま で  

４  縦 覧 場 所 及 び 意 見 書 提 出 先  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課  

５  都 市 計 画 図 書 写 し の 閲 覧 期 間  

  令 和 ５ 年 ８ 月 25 日 か ら 令 和 ５ 年 ９ 月 ８ 日 ま で  

６  都 市 計 画 図 書 写 し の 閲 覧 場 所  

  金 沢 区 泥 亀 二 丁 目 ９ 番 １ 号  

  横 浜 市 金 沢 区 役 所 総 務 部 区 政 推 進 課  
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横 浜 市 公 告 第  494 号  

   建 築 協 定 に 加 わ る 意 思 の 表 示  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 75 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 三 井 杉 田 台 建 築 協 定 に 加 わ る 意 思 の 表 示 が あ っ た 。  

 そ の 建 築 協 定 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 建 築 企 画 課 に お い て

一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  
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横 浜 市 公 告 第  495 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ３ 年 11 月 22 日 第 2021 開 1713 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  青 葉 区 田 奈 町 15 番 地 の 23  

  土 志 田    嘉  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  青 葉 区 し ら と り 台 62 番 の １ 、 62 番 の 22 、 62 番 の 33 か ら 62 番 の 35

ま で 、 62 番 の 44 、 62 番 の 45 及 び  100 番 の 84  
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横 浜 市 公 告 第  496 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ４ 年 11 月 29 日 第 2022 開 1208 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  瀬 谷 区 相 沢 一 丁 目 ４ 番 地 の １  

  株 式 会 社 真 和 産 業  

   代 表 取 締 役  川  口  俊  彦  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  緑 区 鴨 居 五 丁 目  1,690 番 の １ 、  1,690 番 の ２ 、  1,690 番 の ６ か

ら  1,690 番 の 12 ま で 、  1,690 番 の 13 の 一 部 、  1,694 番 の １ の 一 部

、  1,694 番 の ３ 、  1,706 番 の １ の 一 部 、  1,706 番 の ３ の 一 部 、 1,  

708 番 の 一 部 、  1,709 番 の 一 部 及 び  2,695 番 の 15  
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横 浜 市 公 告 第  497 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ５ 年 １ 月 13 日 第 2022 開 1408 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  東 京 都 中 央 区 銀 座 ４ 丁 目 12 番 15 号  

  株 式 会 社 ア ー キ テ ク ト ・ デ ィ ベ ロ ッ パ ー  

   代 表 取 締 役  木  本  啓  紀  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  瀬 谷 区 三 ツ 境  111 番 の ９ 、  111 番 の 30 及 び  111 番 の 31  
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横 浜 市 公 告 第  498 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ５ 年 ３ 月 22 日 第 2022 開 1212 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  青 葉 区 新 石 川 二 丁 目 ４ 番 地 の 12  

  さ く ら 地 所 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役  白  井  重  雄  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  緑 区 東 本 郷 一 丁 目  437 番 の ２ 及 び  437 番 の 16 か ら  437 番 の 21 ま  

 で  
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横 浜 市 公 告 第  499 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ５ 年 ５ 月 12 日 第 2023 開 1201 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  緑 区 新 治 町  691 番 地  

  加  藤  真 理 子  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  緑 区 新 治 町  609 番 の １ 、  609 番 の ５ 及 び  609 番 の ６  
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横 浜 市 公 告 第  500 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  指 定 番 号  

  第 2023 ・ ４ ・ １ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ８ 月 15 日  

３  道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

   23.16 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  中 区 大 平 町 28 番 の ３  

６  申 請 者 の 氏 名  

  ツ ク ミ エ ス テ ー ト 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役  嘉  村  隆  宏  
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横 浜 市 公 告 第  501 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  指 定 番 号  

  第 2023 ・ ７ ・ ２ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ８ 月 ７ 日  

３  道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

   16.26 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  保 土 ケ 谷 区 今 井 町  599 番 の ９  

６  申 請 者 の 氏 名  

  デ ッ ク ス 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役  高  山  裕  司  
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横 浜 市 公 告 第  502 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  指 定 番 号  

  第 2023 ・ ７ ・ ３ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ８ 月 ８ 日  

３  道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

   75.89 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  保 土 ケ 谷 区 常 盤 台  242 番 の 13  

６  申 請 者 の 氏 名  

  つ く み ホ ー ム ズ 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役  岸    真  也  
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横 浜 市 公 告 第  503 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  指 定 番 号  

  第 2023 ・ 17 ・ ２ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ８ 月 15 日  

３  道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

   19.99 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  青 葉 区 新 石 川 四 丁 目 32 番 の 10  

６  申 請 者 の 氏 名  

  神 奈 川 グ ラ ン デ ィ ハ ウ ス 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役  大  竹  順  一  
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横 浜 市 公 告 第  504 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ

く 指 定 道 路 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  廃 止 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ８ 月 10 日  

２  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.00 ｍ  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

  8.15 ｍ  

４  廃 止 の 場 所  

  保 土 ケ 谷 区 鎌 谷 町 69 番 の 35 の 一 部  
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横 浜 市 公 告 第  505 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ

く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  廃 止 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ７ 月 28 日  

２  廃 止 す る 道 路 の 幅 員  

  4.00 ｍ  

３  廃 止 す る 道 路 の 延 長  

   251.40 ｍ  

４  廃 止 の 場 所  

  瀬 谷 区 二 ツ 橋 町  424 番 の ４ 地 先 か ら  431 番 の 30 地 先 ま で 、  427  

番 地 先 か ら  466 番 の １ 地 先 ま で 及 び  458 番 の ８ 地 先 か ら  459 番 の

14 地 先 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  506 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 40 ・  106 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ８ 月 10 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.00 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   77.00 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  南 区 中 里 四 丁 目  612 番 の ３ 地 先 か ら  612 番 の 12 地 先 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  507 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 35 ・ 47 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ８ 月 10 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  6.00 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   118.90 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  旭 区 東 希 望 が 丘 76 番 の ２ 地 先 か ら 81 番 の ５ 地 先 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  508 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 32 ・ 34 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ８ 月 15 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.60 ｍ な い し 6.00 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   59.50 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  旭 区 東 希 望 が 丘 82 番 の 40 地 先 か ら 83 番 の ５ 地 先 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  509 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 40 ・ 61 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ８ 月 10 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  6.50 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   66.00 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  戸 塚 区 戸 塚 町  3,064 番 の ２ 地 先 か ら  3,093 番 の 37 地 先 ま で  



                     横 浜 市 報  定期第 143 号 令和５年８月25日 

74 

横 浜 市 公 告 第  510 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 43 ・ 22 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ８ 月 10 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   69.00 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  栄 区 元 大 橋 一 丁 目  1,042 番 の ９ 地 先 か ら  1,044 番 の ３ 地 先 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  511 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 60 ・ 14 ・ ８ 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ７ 月 27 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

  5.00 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  瀬 谷 区 瀬 谷 二 丁 目 ２ 番 の 20  
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横 浜 市 公 告 第  512 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 44 ・ 24 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ８ 月 10 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   126.00 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  瀬 谷 区 宮 沢 三 丁 目 ２ 番 の 24 地 先 か ら ３ 番 の １ 地 先 ま で 及 び ２ 番

の 25 地 先 か ら ３ 番 の ２ 地 先 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  513 号  

   土 地 区 画 整 理 組 合 の 定 款 変 更 の 認 可  

 土 地 区 画 整 理 法 （ 昭 和 29 年 法 律 第  119 号 ） 第 39 条 第 １ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 土 地 区 画 整 理 組 合 の 定 款 の 変 更 を 次 の と お り 認 可 し た 。   

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  組 合 の 名 称  

  泉 ゆ め が 丘 土 地 区 画 整 理 組 合  

２  事 業 施 行 期 間  

  平 成 26 年 ８ 月 15 日 か ら 令 和 ７ 年 ３ 月 31 日 ま で  

３  施 行 地 区  

  泉 区 下 飯 田 町 、 和 泉 町 及 び 和 泉 中 央 南 五 丁 目 の 各 一 部  

４  事 務 所 の 所 在 地  

  泉 区 和 泉 町  3,243 番 地 の １  

５  設 立 認 可 年 月 日  

  平 成 26 年 ８ 月 15 日  

６  変 更 認 可 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  
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横 浜 市 公 告 第  514 号  

   市 街 地 再 開 発 組 合 の 解 散 の 認 可  

 都 市 再 開 発 法 （ 昭 和 44 年 法 律 第 38 号 ） 第 45 条 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 市 街 地 再 開 発 組 合 の 解 散 を 次 の と お り 認 可 し た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  組 合 の 名 称  

  大 船 駅 北 第 二 地 区 市 街 地 再 開 発 組 合  

２  設 立 認 可 の 年 月 日  

  平 成 27 年 １ 月 23 日  

３  解 散 認 可 の 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

 

 



                     横 浜 市 報  定期第 143 号 令和５年８月25日 

79 

 

区 告 示  

 

港 南 区 告 示 第 ５ 号 （ 令 和 ５ 年 ８ 月 ９ 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 野 村 港 南 台 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 ９ 日  

              横 浜 市 港 南 区 長  栗  原  敏  也  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

伊  藤  晴  夫  

港 南 区 日 野 南 六 丁 目  

２ 番 ３ 号  

関  根  順  一  

港 南 区 日 野 南 六 丁 目

25 番 25 号  
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港 南 区 告 示 第 ６ 号 （ 令 和 ５ 年 ８ 月 ９ 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 港 南 つ つ じ ヶ 丘 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が

あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 ９ 日  

              横 浜 市 港 南 区 長  栗  原  敏  也  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

谷    一  浩  

港 南 区 日 野 南 七 丁 目

16 番 18 号  

秋  元  健  司  

港 南 区 日 野 南 七 丁 目

８ 番 16 号  
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港 南 区 告 示 第 ７ 号 （ 令 和 ５ 年 ８ 月 ９ 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 中 永 谷 団 地 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 ９ 日  

              横 浜 市 港 南 区 長  栗  原  敏  也  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

中  山  和  夫  

港 南 区 下 永 谷 五 丁 目

69 番 ９ 号  

齋  藤  澄  子  

港 南 区 下 永 谷 五 丁 目

76 番 ３ 号  
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保 土 ケ 谷 区 告 示 第 ７ 号 （ 令 和 ５ 年 ８ 月 10 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 上 菅 田 中 央 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 10 日  

            横 浜 市 保 土 ケ 谷 区 長  神  部    浩   

変 更 し た 事 項  変  更  前  変  更  後  

区 域  横 浜 市 保 土 ケ 谷 区 上 菅

田 町  274 番 地 、  277 番

地 か ら  279 番 地 ま で 、  

 285 番 地 、  570 番 地 、  

 583 番 地 か ら  588 番 地

ま で 、  590 番 地 か ら 59  

5 番 地 ま で 、  597 番 地

、  604 番 地 、  608 番 地

、  614 番 地 、  630 番 地

か ら  632 番 地 ま で 、 65  

5 番 地 、  662 番 地 、 66  

4 番 地 、  666 番 地 、 67  

5 番 地 、  687 番 地 、 68  

8 番 地 、  692 番 地 、 70  

3 番 地 、  705 番 地 、 71  

7 番 地 か ら  724 番 地 ま

で 、  735 番 地 、  736 番

地 、  743 番 地 か ら  749  

番 地 ま で 、  751 番 地 、  

 754 番 地 、  755 番 地 、  

 757 番 地 か ら  760 番 地

ま で 、  762 番 地 、  764  

番 地 、  765 番 地 、  781  

番 地 、  791 番 地 か ら 79  

8 番 地 ま で 、  800 番 地

、  823 番 地 、  825 番 地

、  828 番 地 か ら  830 番

地 ま で 、  1,076 番 地 及

び  1,079 番 地 か ら 1,08  

4 番 地 ま で  

横 浜 市 保 土 ケ 谷 区 上 菅

田 町  274 番 地 、  277 番

地 か ら  279 番 地 ま で 、  

 285 番 地 、  570 番 地 、  

 583 番 地 か ら  588 番 地

ま で 、  590 番 地 か ら 59  

5 番 地 ま で 、  597 番 地

、  604 番 地 、  608 番 地

、  614 番 地 、  630 番 地

か ら  632 番 地 ま で 、 65  

5 番 地 、  659 番 地 、 66  

2 番 地 、  664 番 地 、 66  

6 番 地 、  675 番 地 、 68  

7 番 地 、  688 番 地 、 69  

2 番 地 、  703 番 地 、 70  

5 番 地 、  715 番 地 、 71  

7 番 地 か ら  724 番 地 ま

で 、  735 番 地 、  743 番

地 か ら  749 番 地 ま で 、  

 751 番 地 、  754 番 地 、  

 755 番 地 、  757 番 地 か

ら  762 番 地 ま で 、  764  

番 地 、  765 番 地 、  781  

番 地 、  791 番 地 か ら 80  

1 番 地 ま で 、  823 番 地

、  825 番 地 、  828 番 地

か ら  830 番 地 ま で 、 1,  

075 番 地 、  1,076 番 地

及 び  1,079 番 地 か ら 1,  

084 番 地 ま で  
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保 土 ケ 谷 区 告 示 第 ８ 号 （ 令 和 ５ 年 ８ 月 10 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 上 菅 田 中 央 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 10 日  

            横 浜 市 保 土 ケ 谷 区 長  神  部    浩   

変 更 し た 事 項  変  更  前  変  更  後  

区 域  横 浜 市 保 土 ケ 谷 区 上 菅

田 町  274 番 地 、  277 番

地 か ら  279 番 地 ま で 、  

 285 番 地 、  570 番 地 、  

 583 番 地 か ら  588 番 地

ま で 、  590 番 地 か ら 59  

5 番 地 ま で 、  597 番 地

、  604 番 地 、  608 番 地

、  614 番 地 、  630 番 地

か ら  632 番 地 ま で 、 65  

5 番 地 、  659 番 地 、 66  

2 番 地 、  664 番 地 、 66  

6 番 地 、  675 番 地 、 68  

7 番 地 、  688 番 地 、 69  

2 番 地 、  703 番 地 、 70  

5 番 地 、  715 番 地 、 71  

7 番 地 か ら  724 番 地 ま

で 、  735 番 地 、  743 番

地 か ら  749 番 地 ま で 、  

 751 番 地 、  754 番 地 、  

 755 番 地 、  757 番 地 か

ら  762 番 地 ま で 、  764  

番 地 、  765 番 地 、  781  

番 地 、  791 番 地 か ら 80  

1 番 地 ま で 、  823 番 地

、  825 番 地 、  828 番 地

か ら  830 番 地 ま で 、 1,  

075 番 地 、  1,076 番 地

及 び  1,079 番 地 か ら 1,  

084 番 地 ま で  

横 浜 市 保 土 ケ 谷 区 上 菅

田 町  274 番 地 、  277 番

地 か ら  279 番 地 ま で 、  

 285 番 地 、  570 番 地 、  

 583 番 地 か ら  588 番 地

ま で 、  590 番 地 か ら 59  

5 番 地 ま で 、  597 番 地

、  604 番 地 、  608 番 地

、  614 番 地 、  630 番 地

か ら  632 番 地 ま で 、 65  

5 番 地 、  659 番 地 、 66  

2 番 地 、  664 番 地 、 66  

6 番 地 、  675 番 地 、 68  

7 番 地 、  688 番 地 、 69  

2 番 地 、  698 番 地 、 70  

3 番 地 、  705 番 地 、 71  

5 番 地 、  717 番 地 か ら  

 724 番 地 ま で 、  735 番

地 、  743 番 地 か ら  749  

番 地 ま で 、  751 番 地 、  

 754 番 地 、  755 番 地 、  

 757 番 地 か ら  762 番 地

ま で 、  764 番 地 、  765 

番 地 、  781 番 地 、  791  

番 地 か ら  801 番 地 ま で

、  823 番 地 、  825 番 地

、  828 番 地 か ら  830 番

地 ま で 、  1,075 番 地 、  

 1,076 番 地 及 び  1,079  

番 地 か ら  1,084 番 地 ま

で  
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保 土 ケ 谷 区 告 示 第 ９ 号 （ 令 和 ５ 年 ８ 月 10 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 芙 蓉 ケ 丘 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た

。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 10 日  

            横 浜 市 保 土 ケ 谷 区 長  神  部    浩   

変 更 し た 事 項  変  更  前  変  更  後  

事 務 所 の 所 在

地  

保 土 ケ 谷 区 上 菅 田 町 43  

2 番 地  

保 土 ケ 谷 区 上 菅 田 町 43  

2 番 地 の 94  

区 域  保 土 ケ 谷 区 上 菅 田  418  

番 地 、  431 番 地 、  432  

番 地 、  455 番 地 及 び 45  

6 番 地 の ５ ま で の 区 域  

保 土 ケ 谷 区 上 菅 田  418  

番 地 、  431 番 地 、  432  

番 地 、  455 番 地 及 び 45  

6 番 地 の 13 ま で の 区 域  
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瀬 谷 区 告 示 第 ７ 号 （ 令 和 ５ 年 ８ 月 10 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 二 ツ 橋 北 部 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 10 日  

              横 浜 市 瀬 谷 区 長  植  木  八 千 代  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 住 所  瀬 谷 区 二 ツ 橋 町  475  

番 地  

瀬 谷 区 二 ツ 橋 町  469  

番 地 の 24  
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旭 区 告 示 第 16 号 （ 令 和 ５ 年 ８ 月 15 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 東 急 白 根 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た

。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 15 日  

               横 浜 市 旭 区 長  権  藤  由 紀 子  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名

及 び 住 所  

山  村  謙  三  

旭 区 中 白 根 一 丁 目 17

番 ５ 号  

富  田  久 美 恵  

旭 区 中 白 根 二 丁 目 24

番 11 号  
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中 区 告 示 第 ５ 号  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 麦 田 町 町 内 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

               横 浜 市 中 区 長  小  林  英  二   

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

石  井    清  

中 区 麦 田 町 １ 丁 目 ７

番 地  

斎  藤  順  受  

中 区 麦 田 町 ３ 丁 目 66

番 地  
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中 区 告 示 第 ６ 号  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 千 代 崎 １ ・ ２ ・ ３ 丁 目 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の

届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

               横 浜 市 中 区 長  小  林  英  二   

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

菊  池  雅  之  

中 区 千 代 崎 町 ２ 丁 目

49 番 地  

田  中  喜  昭  

中 区 千 代 崎 町 ２ 丁 目

31 番 地  
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中 区 告 示 第 ７ 号  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 元 町 自 治 運 営 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た

。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

               横 浜 市 中 区 長  小  林  英  二   

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

山  口  紀 久 雄  

中 区 元 町 ５ 丁 目  208  

番 地  

寳  田  雄  二  

中 区 元 町 ３ 丁 目  136  

番 地 の １  
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中 区 告 示 第 ８ 号  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 北 方 町 ２ 丁 目 町 内 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ

っ た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

               横 浜 市 中 区 長  小  林  英  二   

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

鶴  島  章  泰  

中 区 北 方 町 ２ 丁 目 85

番 地  

黒  瀬  大  造  

中 区 北 方 町 ２ 丁 目 10  

9 番 地 の ５  
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磯 子 区 告 示 第 ３ 号  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 丸 山 第 二 町 内 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た

。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

              横 浜 市 磯 子 区 長  関  森  雅  之  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名

及 び 住 所  

藪  田  清  治  

磯 子 区 丸 山 二 丁 目 ８

番 15 －  304 号  

遠  藤  志 保 子  

磯 子 区 丸 山 二 丁 目 ８

番 ８ 号  
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磯 子 区 告 示 第 ４ 号  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 メ ー ル ・ ド 磯 子 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が

あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

              横 浜 市 磯 子 区 長  関  森  雅  之  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名

及 び 住 所  

柳  下  園  子  

磯 子 区 杉 田 七 丁 目 24

番 １ 号  

瀧  本  厚  子  

磯 子 区 杉 田 七 丁 目 24

番 ４ 号  
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磯 子 区 告 示 第 ５ 号  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 メ ー ル ・ ド 磯 子 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が

あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

              横 浜 市 磯 子 区 長  関  森  雅  之  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名

及 び 住 所  

瀧  本  厚  子  

磯 子 区 杉 田 七 丁 目 24

番 ４ 号  

小 宮 山  博  子  

磯 子 区 杉 田 七 丁 目 19

番 ３ 号  
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区 公 告  

 

瀬 谷 区 公 告 第 ６ 号 （ 令 和 ５ 年 ８ 月 １ 日 掲 示 済 ）  

   自 動 車 臨 時 運 行 許 可 番 号 標 の 失 効  

 次 の 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 番 号 標 は 、 失 効 し た の で 公 告 す る 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 １ 日  

              横 浜 市 瀬 谷 区 長  植  木  八 千 代  

自 動 車 臨 時 運 行  

許 可 番 号 標 番 号  

失 効 年 月 日  

横  

 36 － 88  

浜  

   横 浜  

令 和 ４ 年 ４ 月 10 日  

横  

 ７ － 94  

浜  

   横 浜  

令 和 ４ 年 ５ 月 11 日  
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水 道 局  

 

 横 浜 市 水 道 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る

。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 水 道 事 業 管 理 者  

                 水 道 局 長  山  岡  秀  一  

水 道 局 規 程 第 ６ 号  

   横 浜 市 水 道 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程  

 横 浜 市 水 道 条 例 施 行 規 程 （ 昭 和 33 年 ６ 月 水 道 局 規 程 第 ２ 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 14 条 中 「 第 １ 項 」 を 削 り 、 第 19 条 の ２ 第 １ 項 中 「 世 帯 が 」 を 「

世 帯 を 」 に 改 め 、 第 22 条 第 ３ 項 中 「 第 １ 項 の 表 料 金 の 項 (5) 」 を 「 第

１ 項 の 表 料 金 の 項 (4) 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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教 育 委 員 会  

 

横 浜 市 教 育 委 員 会 告 示 第 20 号  

   公 印 の 改 刻 及 び 廃 止  

 次 の と お り 公 印 を 改 刻 し 、 及 び 廃 止 す る 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                     横 浜 市 教 育 委 員 会  

１  改 刻  

公 印 の 名 称  使 用 開 始 年 月 日    印     影  

横 浜 市 立 井 土 ケ 谷

小 学 校 長 印  
令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

  

    
（ 方 21 ミ リ メ ー ト ル ）  

２  廃 止  

公 印 の 名 称  廃 止 年 月 日    印     影  

横 浜 市 立 井 土 ケ 谷

小 学 校 長 印  
令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

  

    
（ 方 21 ミ リ メ ー ト ル ）  
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市 選 挙 管 理 委 員 会  

 

横 浜 市 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 15 号 （ 令 和 ５ 年 ７ 月 31 日 掲 示 済 ）  

   委 員 長 等 の 氏 名  

 令 和 ５ 年 ７ 月 31 日 次 の 者 が 、 本 委 員 会 委 員 長 及 び 委 員 長 職 務 代 理

者 に 就 任 し た 。  

   令 和 ５ 年 ７ 月 31 日  

                   横 浜 市 選 挙 管 理 委 員 会  

 委 員 長  

  田  中  忠  昭  

 委 員 長 職 務 代 理 者  

  川  口  正  壽  
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そ の 他  

 

   電 子 署 名 に 用 い る 証 明 書  

 横 浜 市 行 政 文 書 取 扱 規 程 （ 平 成 17 年 ３ 月 達 第 １ 号 ） 第 26 条 第 １ 項

に よ り 電 子 署 名 を 行 う た め 、 次 の 証 明 書 を 使 用 す る 。  

   令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  横 浜 市 長 （ 特 別 徴 収 税 額 通 知 書 送 信 専 用 ）  

署 名 者 の 電 子

媒 体 上 で の 表

示  

CN=YokohamaShichoTokubetsuchoshuzeigakutsuchishoSoshinSenyo   

OU=Hojinkazeika                                               

OU=Shuzeibu                                                   

OU=Zaiseikyoku                                                

OU=Yokohama City                                              

L=Kanagawa                                                    

O=Local Governments                                           

C=JP                                                          

発 行 者 及 び そ

の 電 子 媒 体 上

で の 表 示  

地 方 公 共 団 体 組 織 認 証 基 盤  

C=JP, O=LGPKI2, OU=Organization CA R2                         

使 用 を 開 始 す

る 日  

令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

有 効 期 限  令 和 10 年 ７ 月 27 日  

シ リ ア ル 番 号  5b 87 8d e1                                                   

フ ィ ン ガ ー プ

リ ン ト  

4e ee cc 4f 52 fd 2f 6f 2b f6 f5 6f b0 6f e2 79 93 e4 16 30   

２  横 浜 市 長 （ 特 別 徴 収 税 額 通 知 書 送 信 専 用 ）  

署 名 者 の 電 子

媒 体 上 で の 表

示  

CN=YokohamaShichoTokubetsuchoshuzeigakutsuchishoSoshinSenyo   

OU=Hojinkazeika                                               

OU=Shuzeibu                                                   

OU=Zaiseikyoku                                                

OU=Yokohama City                                              

L=Kanagawa                                                    

O=Local Governments                                           

C=JP                                                          

発 行 者 及 び そ

の 電 子 媒 体 上

で の 表 示  

地 方 公 共 団 体 組 織 認 証 基 盤  

C=JP, O=LGPKI2, OU=Organization CA R2                         

使 用 を 開 始 す

る 日  

令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

有 効 期 限  令 和 10 年 ７ 月 27 日  

シ リ ア ル 番 号  5b 87 8d e2                                                   

フ ィ ン ガ ー プ

リ ン ト  

9f a3 9b bf 15 b3 78 12 4f 42 56 9f 56 e1 8c b6 2b 0e 05 fa   
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３  横 浜 市 長 （ 特 別 徴 収 税 額 通 知 書 送 信 専 用 ）  

署 名 者 の 電 子

媒 体 上 で の 表

示  

CN=YokohamaShichoTokubetsuchoshuzeigakutsuchishoSoshinSenyo   

OU=Hojinkazeika                                               

OU=Shuzeibu                                                   

OU=Zaiseikyoku                                                

OU=Yokohama City                                              

L=Kanagawa                                                    

O=Local Governments                                           

C=JP                                                          

発 行 者 及 び そ

の 電 子 媒 体 上

で の 表 示  

地 方 公 共 団 体 組 織 認 証 基 盤  

C=JP, O=LGPKI2, OU=Organization CA R2                         

使 用 を 開 始 す

る 日  

令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

有 効 期 限  令 和 10 年 ７ 月 27 日  

シ リ ア ル 番 号  5b 87 8d e3                                                   

フ ィ ン ガ ー プ

リ ン ト  

8d c7 9a 3d 4d 7c bc 04 09 e8 41 9f a1 0b 2b 88 e6 3e 15 22   

４  横 浜 市 長 （ 特 別 徴 収 税 額 通 知 書 送 信 専 用 ）  

署 名 者 の 電 子

媒 体 上 で の 表

示  

CN=YokohamaShichoTokubetsuchoshuzeigakutsuchishoSoshinSenyo   

OU=Hojinkazeika                                               

OU=Shuzeibu                                                   

OU=Zaiseikyoku                                                

OU=Yokohama City                                              

L=Kanagawa                                                    

O=Local Governments                                           

C=JP                                                          

発 行 者 及 び そ

の 電 子 媒 体 上

で の 表 示  

地 方 公 共 団 体 組 織 認 証 基 盤  

C=JP, O=LGPKI2, OU=Organization CA R2                         

使 用 を 開 始 す

る 日  

令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

有 効 期 限  令 和 10 年 ７ 月 27 日  

シ リ ア ル 番 号  5b 87 8d e4                                                   

フ ィ ン ガ ー プ

リ ン ト  

df 0b 32 be da 3d 69 4e 0b 1d d1 b8 90 64 50 80 33 0b 54 93   

５  横 浜 市 長 （ 特 別 徴 収 税 額 通 知 書 送 信 専 用 ）  

署 名 者 の 電 子

媒 体 上 で の 表

示  

CN=YokohamaShichoTokubetsuchoshuzeigakutsuchishoSoshinSenyo   

OU=Hojinkazeika                                               

OU=Shuzeibu                                                   

OU=Zaiseikyoku                                                

OU=Yokohama City                                              

L=Kanagawa                                                    

O=Local Governments                                           

C=JP                                                          

発 行 者 及 び そ

の 電 子 媒 体 上

で の 表 示  

地 方 公 共 団 体 組 織 認 証 基 盤  

C=JP, O=LGPKI2, OU=Organization CA R2                         
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使 用 を 開 始 す

る 日  

令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

有 効 期 限  令 和 10 年 ７ 月 27 日  

シ リ ア ル 番 号  5b 87 8d e5                                                   

フ ィ ン ガ ー プ

リ ン ト  

83 4c ca ad b5 92 8c 01 6d cc 62 a8 9e 6e cf 5b 64 56 39 48   

６  横 浜 市 長 （ 特 別 徴 収 税 額 通 知 書 送 信 専 用 ）  

署 名 者 の 電 子

媒 体 上 で の 表

示  

CN=YokohamaShichoTokubetsuchoshuzeigakutsuchishoSoshinSenyo   

OU=Hojinkazeika                                               

OU=Shuzeibu                                                   

OU=Zaiseikyoku                                                

OU=Yokohama City                                              

L=Kanagawa                                                    

O=Local Governments                                           

C=JP                                                          

発 行 者 及 び そ

の 電 子 媒 体 上

で の 表 示  

地 方 公 共 団 体 組 織 認 証 基 盤  

C=JP, O=LGPKI2, OU=Organization CA R2                         

使 用 を 開 始 す

る 日  

令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

有 効 期 限  令 和 10 年 ７ 月 27 日  

シ リ ア ル 番 号  5b 87 8d e6                                                   

フ ィ ン ガ ー プ

リ ン ト  

9b e8 ca 69 23 9d 6f ce 5d eb 6b 6f 21 1e 38 e1 c9 6a d1 47   

７  横 浜 市 長 （ 特 別 徴 収 税 額 通 知 書 送 信 専 用 ）  

署 名 者 の 電 子

媒 体 上 で の 表

示  

CN=YokohamaShichoTokubetsuchoshuzeigakutsuchishoSoshinSenyo   

OU=Hojinkazeika                                               

OU=Shuzeibu                                                   

OU=Zaiseikyoku                                                

OU=Yokohama City                                              

L=Kanagawa                                                    

O=Local Governments                                           

C=JP                                                          

発 行 者 及 び そ

の 電 子 媒 体 上

で の 表 示  

地 方 公 共 団 体 組 織 認 証 基 盤  

C=JP, O=LGPKI2, OU=Organization CA R2                         

使 用 を 開 始 す

る 日  

令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

有 効 期 限  令 和 10 年 ７ 月 27 日  

シ リ ア ル 番 号  5b 87 8d e7                                                   

フ ィ ン ガ ー プ

リ ン ト  

f6 53 08 7a 03 8e 86 24 14 ce 96 2b 64 4a 55 3c 81 f7 87 76   

８  横 浜 市 長 （ 特 別 徴 収 税 額 通 知 書 送 信 専 用 ）  

署 名 者 の 電 子

媒 体 上 で の 表

示  

CN=YokohamaShichoTokubetsuchoshuzeigakutsuchishoSoshinSenyo   

OU=Hojinkazeika                                               

OU=Shuzeibu                                                   

OU=Zaiseikyoku                                                

OU=Yokohama City                                               
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 L=Kanagawa                                                    

O=Local Governments                                           

C=JP                                                          

発 行 者 及 び そ

の 電 子 媒 体 上

で の 表 示  

地 方 公 共 団 体 組 織 認 証 基 盤  

C=JP, O=LGPKI2, OU=Organization CA R2                         

使 用 を 開 始 す

る 日  

令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

有 効 期 限  令 和 10 年 ７ 月 27 日  

シ リ ア ル 番 号  5b 87 8d e8                                                   

フ ィ ン ガ ー プ

リ ン ト  

b8 9d 33 7a 57 40 8e 34 44 28 a3 0b 4e 92 a5 97 e4 da 5c b0   

９  横 浜 市 長 （ 特 別 徴 収 税 額 通 知 書 送 信 専 用 ）  

署 名 者 の 電 子

媒 体 上 で の 表

示  

CN=YokohamaShichoTokubetsuchoshuzeigakutsuchishoSoshinSenyo   

OU=Hojinkazeika                                               

OU=Shuzeibu                                                   

OU=Zaiseikyoku                                                

OU=Yokohama City                                              

L=Kanagawa                                                    

O=Local Governments                                           

C=JP                                                          

発 行 者 及 び そ

の 電 子 媒 体 上

で の 表 示  

地 方 公 共 団 体 組 織 認 証 基 盤  

C=JP, O=LGPKI2, OU=Organization CA R2                         

使 用 を 開 始 す

る 日  

令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

有 効 期 限  令 和 10 年 ７ 月 27 日  

シ リ ア ル 番 号  5b 87 8d e9                                                   

フ ィ ン ガ ー プ

リ ン ト  

83 0a 6f 19 ac 5c a1 41 b6 ff 40 c5 e0 27 e8 fa 29 c8 a5 7e   

10  横 浜 市 長 （ 特 別 徴 収 税 額 通 知 書 送 信 専 用 ）  

署 名 者 の 電 子

媒 体 上 で の 表

示  

CN=YokohamaShichoTokubetsuchoshuzeigakutsuchishoSoshinSenyo   

OU=Hojinkazeika                                               

OU=Shuzeibu                                                   

OU=Zaiseikyoku                                                

OU=Yokohama City                                              

L=Kanagawa                                                    

O=Local Governments                                           

C=JP                                                          

発 行 者 及 び そ

の 電 子 媒 体 上

で の 表 示  

地 方 公 共 団 体 組 織 認 証 基 盤  

C=JP, O=LGPKI2, OU=Organization CA R2                         

使 用 を 開 始 す

る 日  

令 和 ５ 年 ８ 月 25 日  

有 効 期 限  令 和 10 年 ７ 月 27 日  

シ リ ア ル 番 号  5b 87 8d ea                                                   

フ ィ ン ガ ー プ

リ ン ト  

ff 1b 80 25 91 d0 ae 7d 30 af 98 d3 0d f2 f3 d1 08 20 74 33   
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 ※  フ ィ ン ガ ー プ リ ン ト を 生 成 す る ハ ッ シ ュ 関 数 は 、 い ず れ も sh  

  a1 を 用 い る 。 表 示 す る ブ ラ ウ ザ の 種 類 又 は バ ー ジ ョ ン に よ り 、  

  大 文 字 又 は 小 文 字 の 相 違 、 「 ： 」 又 は ス ペ ー ス の 付 加 等 表 示 方  

  法 が 異 な る こ と が あ る 。  
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正 誤  

 

 令 和 ５ 年 定 期 第  142 号 35 ペ ー ジ は 、  

「  

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             」  

の 誤 り 。  




